
第 4回肝炎対策推進協議会

議 事 次 第

日  時 平成 22年 10月 25日 (月 )

15:00～ 17:00
場  所 共用第 7会議室 (5階 )

中央合同庁舎第 5号館

1.開会

2.肝炎対策基本指針案について

3.意見交換

4.その他
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資料 1

修正箇所の見え消し版

肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (案 )

平成○〇年○○月○○ 日

目次

第 1 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

第 2 肝炎の予防のための施策に関する事項

第 3 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

第 4 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

第 5 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

第 6 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

第 7 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

第 8 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

第 9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

肝炎とは、肝臓の細胞が破壊されている状態であり、その原因は、ウイルス性、ア

ルコール性、自己免疫性等に分類され、多様である。しかもながらとりわけ、我が国
では、月干炎患者のうちB型月干炎ウイルス又は C型肝炎ウイルス (以 下「肝炎ウイルス」
という。)感染に起因する肝炎患者が大きな割合を占めており、B型肝炎及び C Jlill肝炎
に係る対策が喫緊の課題となっているL
国における B′11月 F炎及びC型肝炎に係る対策については、近年においては、平成 14

年度以降、C′IIJ F炎 等緊急総合対策を開始し、平4成 19年度には、都道府県に対し、月十

疾患診療連携拠点病院 (以 下「拠点病院」という。)の整備について要請する等の取剰l

を進めてきた。

また、平成 20イキ=度以降、肝炎の治療促進のための環境整備、月F炎 ウイルス検査の促

進、肝炎に係る診療及び相談体制の整備、国民に対する月F炎 に係る正しい力1識 の普及

と理解及び肝炎に係る研究の推進の5本の柱からなる肝炎総合対策を進めてきた。

さらに、研究分野に関しては、平成 20年 6月 に、肝炎の専門家からなる肝炎治療戦

略会議が「肝炎研究7カ 午戦略」を取りまとめ、これに基づき肝炎研究に取り組んで

きたところである。

しかしながら、肝炎ウイルスに感染しているものの自党のない者が多数存在すると

推定されることや、肝炎ウイルスに起因する肝炎、肝使変及び肝がんに係る医療 (以

ド「肝炎医療」という。)の体制が |´分整備されていない地域があること等、肝炎医療

を必要とする者に適切に肝炎医療を提供していくためには、いまだ解決すべき課題が

多い。また、肝炎ウイルスの感染経路等についての国民の理解が十分でないことや、

が |´分でないことに加え、 ^部では、

肝炎 ウイルスに持続感染 している者 (以 下「肝炎患者等」 とい う。)に対する不当な差

上



別が存在することが指摘 されている。このような状況を改善 し、今後、肝炎対策のよ

リー層の推進を図るためには、国や地方公共団体のみならず、あらゆる関係者が ・体

となつて、より ‐
層の連携を図ることが必要である。こ毛‐扱tC劇]ヨ弓(致1琴

鶏≧聾卜年辛鼻律鯵争0子■男L導能文
`嶽

睡キ科こ寿導じ落導午▼基 本チ月洋4〔導3ヨ
ー3く聾裏、ご一B理

…暮宴こ馴3進巧Lる柔め

本指針は、このような現状の 下に、肝炎患者等を早期に発見 し、また、肝炎患者等

が安心 して治療を受けられ る社会を構築するため、国、地方公共団体等が取 り組むベ

き方向性を示すことにより、肝炎対策のより ^層の推進を図ることを目的とし、肝炎

対策基本法 (平成 21年法律第 97号 )第 9条第 1項の規定に基づき策定するものであ

る。

なお、我が国において、現在、B型肝炎及び C型肝炎に係る対策が喫緊の課題であ

ることから、本指針においては、B型肝炎及び C型月F炎 に係る対策に関する!F項 を定

めるものとする。

第 1 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

(1)基本的な考え方

肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化 し、肝硬変や▼月干がんといっ

たより重篤な熟 病態に進行するおそれがある。このため、3型肝姿ウイルヱ美はC
(バIBJ型』千

―共基℃理期隊多Чη″蛛銚指讀昇劃午豊祟卜期干炎患者等■とい与→―が生活する中で

Шかかわることとなるすべての出係者が肝炎に対する係る理解を深め、これら2関係

者の協力の下、肝炎患者等が安心して生活できる環境づくりに取り組むことが必要で

ある。

また、肝炎対策         は、肝炎患者等を含めた国民の視点に立ち、国

民や欄係孝の理解、協力を得て、肝炎患者等を含む関係者が二体二尭となってェ連携
して対策を進めるヰることが重要である。

喧 2)肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発

肝炎ウイルスーCトト珊拝炎抄ィ写区年卜と単→号卜は、感

染しても自覚症状に乏しいことから、感染に気付きにくく、また、感染を認識してい

ても、感染者が早急な治療の必要性を認識しにくい。このため、国民一人一人が自身

の肝炎ウイルスの感染状況を認識し、肝炎についての係る正しい知識を持つよう、更

なる普及啓発に取り組む必要がある。

さらには、肝炎患者等に対する不合理な取扱い不当な差別を解消し、また、感染経

路についての知識不足による新規たな感染を予防するためにも、肝炎についての係る

正しい知識の普及が必要である。

(23)肝炎ウイルス検査の更なる促進



肝炎 ウイルスの感染については、感染経路が様々であり、佃共の過去の生活に基づ

き個人のおける感染 リスクの有無を判断することはが困難である。このためことから、

肝炎ウイルス検査の受検機会を広 く提供 し、すべての国民■べてが、少なくとも一回

は肝炎 ウイルス検査を受検する受専る ことが可能な体制を整備 し、受検の勧奨を行 う

ことが必要である。

(■4)適 切な肝炎医療の推進

肝炎患者等の健康保持のためには、

個々の状況に応 じた適切な治療を受けることが重要である。

肝炎患者等に対 し、病態に応 じた李る適切な医療を提供するためには、専門的な

知識や経験が必要であるため、個々の肝炎患者等は、肝炎医療辮 を専門とする

医療機関 (以下「専門医療機関」とい う。)において治療方針の決定を受けることが

望ましい。

また、専門医療機関において治療方針の決定を受けた肝炎患者等は、継続 して適

切な治療を受けることが必要である。

このため、肝炎患者等が、居住地域にかかわらず適切な肝炎医療を受けられるよ

う、         地域の特性に応 じた肝炎診療体制の整備の促進に向けた取

組を進める必要がある。

また、肝炎 ウイルスをの排除する又はその増殖を抑制する抗 ウイルス療法 (肝炎
の根治 目的で行 うインターフェロン治療及び B型肝炎の核酸アナログ製剤治療をい

う。以 ド同 じ。)については、肝硬変や肝がんといった、より重篤な病態への進行を

予防し、又は遅らせることが可能であ り、また、ウイルス量が低減することにより

二次感染の予防につながるとい う側面がある。 このためことから、引き続き、抗 ウ

イルス療法に対する経済的支援に取 り組み、その効果を検FJ:し ていくむ必要がある。

(65)肝炎患者等及びその家族笠に対する相談支援や情報提供の充実

肝炎患者等及びその家族等の多 くは、卑イルヱ性肝炎が肝硬変や肝がんといった、

より重篤な病態へ進行することに対する将来的な不安を抱えている。また、治療に

おける副作用等、治療開始前及び治療中において、精神的な負担に直面することも

多い。 このため(あることから、こうしたこれらの月干炎患者等及びその家族等の不

安や精神的負担の軽減に資するため、肝炎患者等及びその家族笠への相談支援を行

う必要がある。

また、肝炎患者等及びやその家族笠を含む国民の視点碁線に立ったて下分かりや

すしν情報提供についての強化について、取組を強化する進めてい(必要がある。

(46)肝炎医療をはじめとする研究の総合的な推進

肝炎は国内最大級の感染症であ り、感染を放置すると肝硬変やす月千がんといった

重篤な病態に進行する。このため、肝淡のみならずす肝炎から進行もえ鋼手模変や肝

がんを含めた月干炎医療の水準の向上等に向けて、肝炎に関する基礎、臨床す及び疫



学研究等を総合的に推進する必要がある。

また、肝炎患者等の負担軽減に資するよう、肝炎対策を総合的に推進するための

基盤 となる行政的な課題を解決するために必、要な研究についても進める必要がある。

第 2 肝炎の予防のための施策に関する事項

(1)今後の取組の方針について

感染経路についての知識不足による新規感染を予防するため、すべての国民に対

してする肝炎についての正 しい知識をの普及することが必要である。特にすご子ス

の先 1倹性の¬ある子手為ヰこ』ξ

探め

`毛
―

また、地方公共団体に対 して、各医療機 関において、H :陽性 の妊婦から出

生した孝L児 に対するB型月F炎 ワクチンの接種等の適切な対応が行われるよう指導を

求める等、B ll月 F炎 |サ r´感染防止対策を講 じてお り、引き続きこの取尉1を 進める向

さらに、B型肝炎の感染がワクチンによって ,防 口∫能であることから、水 F`感染

防 lllの 手段の ‐つ として、B型月F炎 ワクチン接 flTlに 関 して も検 li、lを 行 う必要がある.

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、 日常生活上の感染予防の留意点や、集団生活が営まれる施設ごとの感染

予防ガイ ドライン等を策定の作成 し、地方公共団体等と連携を図 り、その成果の普及

啓発を行 う。■たす特に

イ 国は、ビアスの穴あけ等血1液 の付着する器具の共有をf半 う行為や性行為等、感

染⊆2危険性σ,あ る行為 !二 興味を抱 く年代に対 して、月「炎についての正しい知li哉 と理解

を深めるための情報を取 りまとめ、地方公共IJ体等と連携を図 り、その成果の普及啓

発を行 う。

ウ 国及び地方公共団体は、医療従事者等の感染のハイ リスクの |お い集団を中心と

して、B型肝炎ワクチンの有効性、安全性に関する情報提供を行 う。
工 国は、水 14感染防 Jlの 手段 としての B型月F炎 ワクチン接種の有効性、安全性等

に関する情報を踏 まえ、当該ワクチンの 予防接種の在 り方について検討を行 うυ

第 3 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎ウイルスの感染状況を本人が把握するための肝炎ウイルス検査については、健

康保険組合1≦療」四塗童や事業主等の多様な実施主体において実施されていることや、
プライバシーに配慮して匿名実施されている場合があること等から、当該検査の受検

状況の実態を把握することは困難な状況にあるが、肝炎ウイルス検査体制の整備及び

普及啓発を効果的に実施するために、施策を行う上での指標となるよう、肝炎ウイル

ス検査の受検率について把握するための調査及び研究が必要である。

また、肝炎ウイルス検査未受検者や、受検しているが検査結果を正しく認識してい

ｒ
色



ない者等、いまだ感染の事実を認識 していない肝炎患者等が多数存在することが推定

される。このため、すべての国民が少なくとも ‐回は肝炎ウイルス検査を受検するこ

とが必要なことについて、普及啓発を徹底するとともに、すべての国民が少なくとも

回́は圧炎ウイ∠k不検査を受検することが可能な体制を整備し、その効果を検証する
ための研究を推進する必要がある。

さらに、肝炎ウイルス検査の受検結果については、受検者各自が正 しく認識できる

よう、肝炎の病態等に係る情報提供を行 うとともに、肝炎医療に携わる者に対 し、最

新の肝炎 ウイルス検査に関する知見修得のための研修の機会を確保する必要がある。

の一将の推進

を図るととも■■瓢奔静こ日井響割剣霧移明ロメ編綿蒙4謀本聖峨彙鶉二l〕采→芭切翼鼻

ける≪モ功主5]1能を現手

≪1是←モデ=手J牟■丹千姿

")普吸搭 発を徹底ヰるをモ4二昌こキ

Iコータ,主IL111フ(認識でき毛暮共

検査前共び換査絡暴濃細自こ日ざ←淵談準渫礁尋準欄ヰ毛4J奥ハ知識 1こついて

る知
=見
モイ多イ尋三井る≪モ4ま二芭り]

な治療井針の決定や響辞静竿Э適確を執〃1を行う4て非幕斗こ=重要であるァ{つた

)機会を確保ヰる必要がある

「(2)今 後取組が必要な事項について

圭寵攀坊瑠腱」制肝■勢惣躾■井鵠傷ぎ響斃供の4取組rを判3基ヰ毛モモ 43昌く■‐噺 夫4〔半

ア 国は、国民の肝炎ウイルス検査に係る受検率等について推計するための調査

及び研究を行 う。

イア 国は、現在、地方公共団体が実施主体 となって

行っている肝炎 ウイルス検査について、

実施主体である地方公共団体に対し、引き続き、検査実施 とその体制整備を働

―

‐要請する。

24 国及び地方公共団体は、肝姿ウイルス検査の実施についてす実施主4本であ

る地井公共団体に丼し下住民に向けた肝炎ウイルス検査に関する広報をの強化
を要請する。あわせて、産業保健に従事事る職量上おいて健康管理に携わる者
や、医療保険者、事業主等の関係者の理解と協力の下、引き続き、関係者に対
し、労働者に向けた受検勧奨を要請実施する。

工与 国は、多様な検査機会の確保を目的として、医療保険者が健康保険法 (大

正 11年法律第 70号)に基づき行う健康診査等及びや事業主が労働安全衛生法

5



(昭和 47年法律第 57号)に基づき行 2(健康診断の機会をとらえてに併せて

実施する肝炎ウイルス検査については、継続して実施されるよう働きかけを行

与医療保険者及び事業主に対して要請する。またあわせて、医療保険者や事業

主が肝炎 ウイルス検査を実施する場合の検査結果の取扱いについて、プライバ

シーに配慮した適正な通知と結果の取扱いについて、医療保険者及び事業主に

対して改めて周知する。

生工 国は、肝炎ウイルス検査の受検前及び結果通知時において、受検者各自が、

病態、治療及び予防について正しく認識できるよう、これらの情報を取りまと

坐                、地方公共団体等と連携を図りや健診醤

体等を通じて、その成果の普及啓発を行う広く受検者に配布ヰる。

2オ 国及び都遵癖県地方公共団体は、医療機関に対しておいて手術前等に行わ

れる肝炎ウイルス検査の結果について、長療機欄から受検者にその検杏結果に

ついて適切にな説明を行うがなされるよう働きかけを行与要請する。また、国

は、́医療機関において手術前等に行われる月F炎 ウイルス検査の結果の説明状況

等について、実態把握のための調査研究を行う。

主卑 国は、独立行政法人国立国際医療研究センター肝炎情報センター (以下「月千

炎情報センター」という。)に対し、国立国際医療研究センターの中期日標及び

中期計画に基づき、拠点病院等におけ登指導的立場にある医療従事者に対し二、

最新の知見を踏まえた肝炎検査及びを含む月干炎医療に関する研修が行われるよ

う要請牌 する。

第 4 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎 ウイルス検査の結果、診療が必要 と判断された者が医療機関ェを受診 しない、

また、た とえ医療機関ェを受診 しても、必ず しも適切な月F炎 医療が提供 されていない

とい う問題点が指摘されている。

このため、                          〔♯進t(

子一都道府県が設置する肝疾患診療連携拠点病院4暴■』肥靭岬燿=呉工嘉卜 を

中心 とし、専門医療機関とかか りつけ医が協働する仕組みとして、地域におけ

る肝炎診療ネ ットワークの構築を進め、すべての肝炎患者等が継続的かつ適切

な肝炎医療を受けることができる体制を整備するとともに、

「
イー地域保健や職域において健康管理産業保健 に携わる者を含めた関係者の連携す

協力の下、肝炎患者等に対する受診受療勧奨及び肝炎ウイルス検査後のフォローア

ップを実施す ることにより、肝炎患者等の適切な医療機関への受診を進める必要が

ある。

また、

ウー月干炎患者等が、労働と継続的な受療を再立させること働きながら継続的に治

療を受けることができる環境づくりに向けて、引き続き、事業主、職域において健

こ
り



康管理に携わる者産業保健関係者す及ω労働組合をはじめとした関係者の協力を得
られるよう、必要な働きかけを行う必要がある。

さらに、
¬ 肝炎患者笠の経済的負担軽減のための抗ウイルス療法に係る肝炎医療費助成

の実施及び肝炎医療に係る諸制度の周知により、肝炎の早期かつ適切な治療を推進

する。

(2)今後取組が必要な事項について

上記の方針を婁現津るため_昇き続き現状の取組を推進ヰ
`モ

暮―モぅよ■新た1こ斗記

ア 国は、地方公共団体と連携して、月F炎 ウイルス検査後のフォローアップや受

診勧奨等、肝炎患者等を個々の病態に応じて適切な月十炎医療に結びつける取組

を地域において中心となって進める人材の育成を進める。また、肝炎の病態、

治療方法、肝炎医療に関する制度等の情報を取りまとめ、肝炎ウイルス検査に

よつて肝炎ウイルスに感染していることが判明した者に対して配布する。

エア 国は、地域保健や職域において健康管理に携わる産業保健4こ従事ヰる者が

肝炎患者等に対してへ提供するために必要な情報を取りまとめについて整理し、

戒地二」ヱ杢去」ユ埜や医療保

険者等と連携を図り、その成果の普及啓発を行うヰる。

2イ 国は、拠′点病院等の医療従事者を対象として実施される研修を効果的に進

めるため、研修計画を策定する。また、lT・l及び都道府県は、地域における診療

連携体制を強化ヰるため下拠点病院が行う研修への支援方法について検討する。
工 国は、地域における診療連携体制を強化するため、地域における連携の推進

に資する研究を行う。

土■ 国は、職域職場における肝炎患者等に対する理解を深めるため、肝炎の病態、

治療方法及び肝炎患者等に対する望ましい配慮についての先進的な取組例等の

情報を取 りまとめを分かみや事(手もたり=子率サ+等を活丹も、各種事業主団

体と連携を図 り、その成果の普及啓発を行 う       。

ニエ 国は、肝炎医療費助成制度、高額療養費制度、傷病手当金及び障害年金等の

肝炎医療に

―

関する制度について情報を取りまとめ、

めた+=手拳ッ半導を率城ん守地方公共団体と連携を図り、肝炎の治療を進める

際めに 医療機関や月干疾患相談センター等における活用を推進する。

主井 肝炎情報センターは、肝炎医療に係るついて下最新情報
―

、拠′点病院

及び専門医療機関等のリス ト並びに拠点病院において対応可能な肝炎医療の内

容に関して情報収集をした後、肝炎情報センターのホームページ等に分かりやす

止い形で掲載すること笠により、医療従事者及び一般国民に向けて可能な限り迅

速に周知を図る。

第5 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項



(1)今後の取組の方針について

肝炎ウイルスヘの新規感染の発生を防ぎt肝炎に係る医療の水準を向上させるた

めには、肝炎の予防及び医療に携わる人材の育成を行うことが重要である。

このため、ギ記の方針に基づ喜共材喜戒甚凛与組んでい(必要がある

「
子―新規の肝炎ウイルスヘの新規感染の発生の防止に資する人材を育成するととも

に 、。一

イー肝炎ウイルス感染が判明 した後に適切な肝炎医療治療に結びつけるための人材

を育成する必要がある。

また、

ウー月干炎医療に携わる者が、最新の肝炎検査に関する知見を修得することは、適

切な治療方針の決定や患者に対 し適確な説明を行 う上で非常に重要であるため、肝

炎医療に携わる者の資質向上を図る必要がある。

さらに、

エー地域における肝炎に係 る医療水準の向上等に資する指導者を育成することが

必、要である。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、新規の月干炎 ウイルスヘの新んl感染の発生を防止するため、各施設におけ

る感染予防ガイ ドライン等の策定作成のための研究を推進 し、地方公共IJ体等 と

連携を図 り、当該研究成果について普及啓発を行 う集を講じる。

イ 1可 は、地方公共|ヽ川体と連携 して、肝炎ウイル ス検査後のフォローアップや受診

勧奨等、月F炎 患者
‐
等を1‖ 々のり

'j態

に応 じて適切な月F炎 1矢療に結びつける取組を地

域において中′己ヽとなって進める人材の育成を進める(,(1与掲 )

ウイ 国は、肝炎情報センターに対し、国立国際医療研究センターの中期目標及び

中期計画に基づき、拠点病院等指導的立場にある医療従事者に対し、最新の知見

を踏まえた肝炎検査

…

及び肝炎医療に関する研修が行われるよう指手要請

する。 (再掲)

第6 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎研究については、これまでの成果を肝炎対策に適切に反映するため、研究実績

を総合的に評価及び下検証するとともに、今後、行政的な課題を解決するために必要

な研究を実施していく必要がある。

してき起牒彙噺聘幹宴丼票鼎珊縫有ちた上■翡刻姻影城単先毛各う。また、
―

に肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる肝炎研究を推進するとともに、将来

の肝炎研究を担う若手研究者の育成を行い、肝炎研究の人的基盤の拡大を目指す。



さらに、

イー月干炎研究について、国民の理解を得られるよう、分かりやすい情報発信を推進

する必要がある。

(2)今後取組が必要な事項について

上記の芽針を疾期ける桑塁_引き続港マ現状の取組を推進ヰるモ喜 も|こ共琳辱た4〔ギ

ア 国は、「肝炎研究 7カ年戦略」を踏まえ実施 してきた過去の研究についての評

価及び検証晃直し を行い、肝炎対策推進協議会に報告する与。

イ 国は、肝炎研究分野におしさて、若手量究者の人材育成を積極的に行 う。

ウ 国は、具体的な施策の目標設定に資するよう、月千炎、肝硬変及び肝がん等の

病態別の実態を把握するための調査研究を行 う∩

工4 国は、肝炎研究について国民の理解を得 られるよう、当該研究の成果につい

て分か りやす く公表 し、周知を図る。

第 7 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎は lln―篤な疾病であり、馬乙Jll弓凝4季:り鳴てκ鉤惣収劉差鵜騨到井発等に係る研究を推

¨

4-月干炎医療に係 るのための医薬品を含めた医薬品2開発等に係る研究が促進 さ

れ、早期の薬事法 (昭和 35年法律第 145号 )の規定による製造販売の承認に資す

るよう、治験及び臨床研究の活性化の取組を推進 し、さらに、キる_
ウー月干炎医療のための医薬品を含めた、特に必要性が高い医薬品及び医療機器が

速やかに医療現場に導入されるためによユ、審査の迅速化等の必要な措置を講じる

Z、要がある。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、肝炎等の医療の医療水準の向上等に資する■肝炎医療のための新医薬品

の開発等に係る研究を推進する。

イ 国は、肝炎医療に係るのための新医薬品を含めた医薬品開発等に係る治験及び

や臨床研究を耕き続き推進する。

ウ 国は、肝炎医療に係る新医薬上、新医療機器等については、優れた製品を迅速

に医療の現場に提供できるよう、有効性や安全性に関する審査体制の充実強化等

を図る等など承認審査の迅速化や質の向上に向けた取組を推進するもてい(。

工 国は、肝炎医療に係る新医薬品等のうち、欧米諸国で承認等されているが国内

で未承認の医薬品等であつてマ医療上必要性が高いと認められるものについては、

関係企業に治験実施等の開発要請の取組を昇き続き行う。

オ 国は、肝炎医療に係る新医薬品等のうち、医療上の有用性等の要件を満たす医

薬品については、他の医薬品に優先して承認審査を進める^



第 8 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

(1).今後の取組の方針について

肝炎に係る正 しい知識については、多 くの国民に十分に浸透 していないと考えられ

る。                                    をう鐘め る■14援勤 あゞ

午

―

こうした中において、肝炎ウイルス検査の受検を塾奨促進 し、また、肝炎

ウイルスの新たな感染を予防するために生、すべての国民における対 して、肝炎の予

防、病態及び治療に係る正 しい理解が進むよう普及啓発及び情報提供を推進する必要

がある。

また、

イー早期かつ適切な治療を促すため、肝炎患者等が肝炎の病態及び治療に係る正し

い知識を持てるよ う、普及啓発及び情報提供を推進するとともに、市

ウー肝炎患者等が、         企・ 1な 差男」を受けることなく、社会におい

て安心 して暮 らせ る環境づくりを目指 し、肝炎患者等とその家族等=選族や、医療従

事者、事業主等の関係者をはじめとしたすべての国民が、肝炎について係る正 しい知

識を持つための普及啓発共び情報提供を推進する必要がある。

(2)今後取組が必要な事項について

洪の44'(半‖を引4書 るモモ4)11ニマ串i夫具(「ギ

要があるご

ア 国は、平成 22年 5月 の世界保健機1月 (WHOL総会において、世界肝炎デー

の実施が決議されたことを踏まえ、 |1本肝炎デーを設定する。あわせて、国及

び地方公共け1体は、財団法人ウイルス月干炎研究財団の実施する「月干臓週間」と

連携し、において下集中的な肝炎の普及啓発を行う。

イ 1可及び地方公共|ヽJ体は、あらゆるlll代の国民が、月「炎に係るJ:し い知|:i晟 を持
つための普及藤発を行う̀

‐

ウ 1可及び地方公共|ヽJl体 は
―

、国民に対し、近年我が国における感染事例の

報告がある急性 B型月干炎 (ジ ェノタイプA)は、従来のタイユに比し、牲桁為に

よ↓感染が慢性化することが多いとされていることにかんがみ、た義_母 F感染

や乳幼児期の水平感染に加えて、ヒト免疫不全ウイルス (HIV)等 と同じく性行

為により感染する日∫能性があるという性感染丼磋もての認識を促し、予防策を講
じる必要があることについて普及啓発を行う推進ヰる。

‐‐4 国及び地方公共団体は、肝炎患者等への受診受療勧奨活動として、医療保険

者、医師その他の医療従事者の団体、職域において健康管理に携わる産業保健

に従事する者の団体、事業主団体等の協力を得て、肝炎の病態、知識や肝炎医

療に係る諸制度について下普及啓発活動及び情幕提供を行う推進する。

土■ 国は、肝炎患者等、や医師等の医療従事者、職域において健康管理に携わる

者、事業主等の関係者に向けて、各々の立場で必要な情報

■0



を取りまとめ、                      凄残議事異こつ

共その成塁二2量て普及

啓発を行うする。

ユエ 国は、地域における医療機関において、肝炎に係る情報提供が適切になされ

るよう、肝炎情報センターに対し、峯 情報提供機能を充実させるよう要請

する。

主オ 国及び都道府県は、拠点病院の相談センターを周知するための普及啓発を行

う辛舌」ワ■を■招筆実墜|う・ 《ゝ。

2井 国は、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の検査結果の

取扱いについて、プライバシーに配慮した適正な通知とい 取扱いにつ

いて、医療保険者及び事業主に対して改めて周知する。 (再掲)

ケ 国は、肝炎ウイルス感染者に対する偏見や差別の実態を把握するための調査研

究を行い、その被害の防止のためのガイ ドラインを策定するとともに、地方公

共団体と連携を図り、その成果の普及啓発を行う。

第 9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項                      |
(1)肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化及び充実

′
              |

① 今後の取組の方針について                            |
工 肝炎患者等及びやその家族笠が、肝炎と向き合いながら治療を含む生活の質     |

の向上に取り組むことができるめるよう、相談支援体制の充実を図り、精神面     |
でのサポー ト体制を強化するとともに、

「

                     |
イー肝炎患者等が不合理な取扱い不当な差星を受けた場合、肝炎患者等一人一人     |

の人権を尊重し、不合理な取扱い不当な差別を解消するため、適切な対応を講
じることができる体制づくりを進める必要がある。

② 今後取組が必要な事項について

上記の井針を実現ヰるため∵引き続き▼現状の収組を雑進ヰ毛モモー434・こず新た

ア 国は、都道府県と連携して、肝炎患者等及びやその家族等の不安を軽減する

ための情報提供を進めるとともに、及び肝炎患者等及びやその家族等と、医師

をはじめとした医療従事者とのコミュニケーションの場をの提供を推進する。

)項ヨ本夕‖〔つ

―

ニウ 国は、肝炎情報センターにおいて対し、拠点病院の相談員が必要とする情

報について整理し、積極的に情報提供が行われるよう要請する。

立工 国は、地方公共団体と連携して、法務省の人権擁護機関相談窓口の周知を

図る。

喧 2)地域の実情に応じた肝炎対策の推進

都道府県においては、肝炎対策基本法の趣旨に基づき、都道府県単位での肝炎対策

√
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を推進するための計画を策定する等、地域の実情に応じた肝炎対策を講じるための体
制を構築し、管内市区町村と連携した肝炎対策を推進することが望まれる。

また、          地方公共団体は、積極的に、国をはじめとする他の行
政機関との連携を図与ながら図りもつ肝炎対策を講じる

―
ことが望まれる。

(■3)国民の責務に基づく取組

子 肝炎対策基本法第 6条の規定にかんがみ、肝炎対策は、肝炎患者等とその家族
等言選族を含めた国民が主体的かつ積極的に活動する必要があり、以 下の取組を

進めることが重要であるる。

ア4 国民一人一人が、肝炎は放置すると肝硬変や肝がんという重篤な病態疾病
へと進展する可能性があり、各人の健康保持に重大な影響をもたらしうる疾病
病気であることを理解した上で、少なくとも一回は肝炎ウイルス検査を受検し、
自身の肝炎ウイルス感染の有無について、早期に認識を持つよう努めること。

二■ 国民一人一人が、肝炎ウイルス′≧の新規たな感染の可能性がある行為につ

いて正しい知識を持ち、新たな感染が生じないよう行動すること。また、肝炎
ウイルスの感染に関する知識が不足していること上により、肝炎患者等に対す
る―準舎理牟収扱い不当な差別や、それに伴う肝炎患者等の精神的な負担が生じ

ることのないよう、正しい知識に基づく適切な対応に努めること。

率約幕肝炎丼葉
`)推

進

効率泊与4.釧3(些ヰるため JttJチ会,共:|`調イ本等1噂
1・こ幕54↓嬌J4,馴■年つ1デ▲て■ i」期珀

`嘲
李扱認喘叫脂綺年い_救事謀斗♯掏」鴨組を湘F―t其コ.A(ご

に 6)肝硬変及び下肝がん患者に対する更なる支援の在り方について

肝炎から進展ヰる進行した肝硬変及びす月干がんは、根治的な治療法が少ないし←
このため、肝硬変及び下肝がん患者の不安を軽減するために、以下の取組を講じるも
のとする

一
。

ア 国は、肝硬変及び▼肝がんを含む肝疾患については、長療従事半ムの期修←共
び 明千炎研究 7カ 年戦略」に基づく研究をの推進する。あわせて、国及び地方公

共L旦体は、J干硬変及び肝がんを含む月F疾患に係る肝炎医療の健4-姿洛療水準の向
上等を図るため、医療従事者への研修等人材育成が21要lこで義

“

,この取糾を推進
する

…
。

イ 国は、都道府県と連携して、肝炎から進行した肝硬変及び月干がん患者を含むマ
肝炎患者等及びやその家族等の不安を軽減するための情報提供を進めるととも

二、及び肝炎患者等及びやその家族等と、医師をはじめとした医療従事者とのコ

ミュニケーションの場をの提供を推進する。

ウ 平成 22年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法 (昭和 24年法律第283

量とにおける身体障害に、新たに肝臓機能障害の 一部について、が位置付けられ

∩
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障害認定の対象とされた。_その

認定を受けた者の肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫療法とそれらに伴う医療につい

ては、自立支援医療 (更生医療)の対象となつており、引き続き当該支援を継続

する。
工 国は、肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する更なる支援の在り方

について検討する上での情報を収集するため、肝硬変及び肝がん患者に対する肝

炎医療に関する現状を把握するための調査及び研究を行う。

(5-6)肝炎対策基本指針の見直し

肝炎対策基本法第 9条第 5項においては、「厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状

況の変化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年ごと

に、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなけ

ればならない。」とされている。

この基本本指針は、肝炎をめぐる現状を踏まえ、肝炎対策を総合的に推進するため

に基本となる事項について定めたものである。今後は、本基本指針に定める取組を進

めていくこととなるが、肝炎をめぐる決滉券各な鞠隔にどらなし上
=スキ 国、地方公共

団体笠!二おけるユ組につしさて、定期的にplpl査 及び必1要1こ事志黎 評価を行い、肝炎を

めぐる状況変化を的確にとらえた上で、必要があるときは、基本指針策定から5年を

経過する前であっても、本指針について検討を力‖えこJ宅毛→也喜も、変更するものこと

とする。
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第 2 肝炎の予防のための施策に関する事項

第 3 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
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第 6 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

第 7 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

第 8 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

第 9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

肝炎 とは、月干臓の細胞が破壊 されている状態であり、その原因は、ウイルス性、ア

ルコール性、自己免疫性等に分類 され、多様である。 とりわけ、我が国では、肝炎患

者の うちB型月千炎ウイルス又は C型月干炎 ウイルス (以下 明干炎ウイルス」とい う。)

感染に起因する肝炎患者が大きな割合を占めており、B型肝炎及び C型肝炎に係る対

策が喫緊の課題となっている。

国におけるB型肝炎及び C型肝炎に係る対策については、近年においては、平成 14

年度以降、C型肝炎等緊急総合対策を開始し、平成 19年度には、都道府県に対し、肝

疾患診療連携拠点病院 (以下「拠点病院」という。)の整備について要請する等の取組

を進めてきた。

また、平成 20年度以降、月干炎の治療促進のための環境整備、肝炎ウイルス検査の促

進、肝炎に係る診療及び相談体制の整備、国民に対する肝炎に係る正しい知識の普及

と理解及び肝炎に係る研究の推進の5本の柱からなる月干炎総合対策を進めてきた。

さらに、研究分野に関しては、平成 20年 6月 に、肝炎の専門家からなる肝炎治療戦

略会議が「肝炎研究7カ年戦略」を取りまとめ、これに基づき肝炎研究に取り組んで

きたところである。

しかしながら、肝炎ウイルスに感染しているものの自覚のない者が多数存在すると

推定されることや、肝炎ウイルスに起因する肝炎、肝硬変及び肝がんに係る医療 (以

下「肝炎医療」という。)の体制が十分整備されていない地域があること等、肝炎医療

を必要とする者に適切に月干炎医療を提供していくためには、いまだ解決すべき課題が

多い。また、肝炎ウイルスの感染経路等についての国民の理解が十分でないことや、

肝炎ウイルス検査を受検する必要性に関する認識が十分でないことに加え、一部では、

肝炎ウイルスに持続感染している者 (以下「肝炎患者等」という。)に対する不当な差

別が存在することが指摘されている。このような状況を改善し、今後、肝炎対策のよ
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リー層の推進を図るためには、国や地方公共団体のみならず、あらゆる関係者が一体

となって、よリー層の連携を図ることが必要である。

本指針は、このような現状の下に、肝炎患者等を早期に発見 し、また、肝炎患者等

が安心 して治療を受けられる社会を構築するため、国、地方公共団体等が取 り組むベ

き方向性を示すことにより、肝炎対策のよリー層の推進を図ることを目的 とし、肝炎

対策基本法 (平成 21年法律第 97号)第 9条第 1項の規定に基づき策定するものであ

る。

なお、我が国において、現在、B型肝炎及び C型肝炎に係 る対策が喫緊の課題であ

ることから、本指針においては、B型肝炎及び C型肝炎に係 る対策に関する事項を定

めるものとする。

第 1 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

(1)基本的な考え方

肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化 し、肝硬変や肝がんといった

より重篤な病態に進行するおそれがある。このため、肝炎患者等が生活する中で関わ

るすべての者が肝炎に対する理解を深め、これ らの者の協力の下、肝炎患者等が安心

して生活できる環境づ くりに取 り組むことが必要である。

また、肝炎対策は、月干炎患者等を含めた国民の視′点に立ち、国民の理解、協力を得

て、肝炎患者等を含む関係者が一体 となって、連携 して対策を進めることが重要であ

る。

(2)肝炎ウイルス検査の更なる促進

肝炎 ウイルスの感染については、感染経路が様々であり、過去の生活に基づき個人

の感染 リスクの有無を判断す ることは困難である。このため、肝炎 ウイルス検査の受

検機会を広 く提供 し、すべての国民が、少なくとも一回は肝炎 ウイルス検査を受検す

ることが可能な体制を整備 し、受検の勧奨を行 うことが必要である。

(3)適切な肝炎医療の推進

肝炎患者等の健康保持のためには、個々の状況に応 じた適切な治療を受けること

が重要である。

月千炎患者等に対 し、病態に応 じた適切な医療を提供するためには、専門的な知識

や経験が必要であるため、個々の肝炎患者等は、肝炎医療を専門とする医療機関 (以

下 「専門医療機関」 とい う。)において治療方針の決定を受けることが望ましい。

また、専門医療機関において治療方針の決定を受けた肝炎患者等は、継続 して適

切な治療を受けることが必要である。

このため、肝炎患者等が、居住地域にかかわらず適切な肝炎医療を受けられるよ

う、地域の特性に応 じた肝炎診療体制の整備の促進に向けた取組を進める必要があ

る。

また、肝炎 ウイルスを排除する又はその増殖を抑制する抗 ウイルス療法 (肝炎の



根治 目的で行 うインターフェロン治療及び B型月千炎の核酸アナログ製剤治療をい う。

以下同じ。)については、肝硬変や肝がんといった、より重篤な病態への進行を予防

し、又は遅らせることが可能であ り、また、ウイルス量が低減することにより二次

感染の予防につながるとい う側面がある。このため、引き続き、抗ウイルス療法に

対する経済的支援に取り組み、その効果を検証していく必要がある。

(4)肝炎医療をはじめとする研究の総合的な推進

月干炎は国内最大級の感染症であり、感染を放置すると月干硬変や肝がんといった重

篤な病態に進行する。このため、肝炎医療の水準の向上等に向けて、肝炎に関する

基礎、臨床及び疫学研究等を総合的に推進する必要がある。

また、肝炎患者等の負担軽減に資するよう、肝炎対策を総合的に推進するための

基盤 となる行政的な課題を解決するために必要な研究についても進める必要がある。

(5)肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発

肝炎ウイルスは、感染しても自覚症状に乏しいことから、感染に気付きにくく、ま

た、感染を認識していても、感染者が早急な治療の必要性を認識しにくい。このため、

国民一人一人が自身の肝炎ウイルスの感染状況を認識し、月干炎についての正しい知識

を持つよう、更なる普及啓発に取り組む必要がある。

さらに、肝炎患者等に対する不当な差別を解消し、また、感染経路についての知識

不足による新規感染を予防するためにも、肝炎についての正しい知識の普及が必要で

ある。

(6)肝炎患者等及びその家族等に対する相談支援や情報提供の充実

肝炎患者等及びその家族等の多くは、肝炎が肝硬変や肝がんといった、より重篤

な病態へ進行することに対する将来的な不安を抱えている。また、治療における副

作用等、治療開始前及び治療中において、精神的な負担に直面することも多い。こ

のため、こうした肝炎患者等及びその家族等の不安や精神的負担の軽減に資するた

め、肝炎患者等及びその家族等への相談支援を行う必要がある。

また、肝炎患者等及びその家族等を含む国民の視点に立った分かりやすしν情報提

供について、取組を強化する必要がある。

第2 肝炎の予防のための施策に関する事項

(1)今後の取組の方針について

感染経路についての知識不足による新規感染を予防するため、すべての国民に対

して肝炎についての正しい知識を普及することが必要である。

また、地方公共団体に対して、各医療機関において、HBs抗原陽性の妊婦から出

生した平L児に対するB型肝炎ワクチンの接種等の適切な対応が行われるよう指導を

求める等、B型月干炎母子感染防止対策を講じており、引き続きこの取組を進める。

さらに、B型肝炎の感染がワクチンによって予防可能であることから、水平感染
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防止の手段の一つ として、B型肝炎ワクチン接種に関しても検討を行 う必要がある。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、日常生活上の感染予防の留意点や、集団生活が営まれる施設ごとの感染予

防ガイ ドライン等を策定 し、地方公共団体等 と連携を図 り、その成果の普及啓発を

行 う。

イ 国は、ピアスの穴あけ等血液の付着する器具の共有を伴 う行為や性行為等、感染

の危険性のある行為に興味を抱 く年代に対して、肝炎についての正 しい知識 と理解

を深めるための情報を取 りまとめ、地方公共団体等と連携を図 り、その成果の普及

啓発を行 う。

ウ 国及び地方公共団体は、医療従事者等の感染の リスクの高い集団を中心 として、

B型肝炎ワクチンの有効性、安全性に関する情報提供を行 う。

工 国は、水平感染防止の手段としての B型肝炎 ワクチン接種の有効性、安全性等

に関する情報を踏まえ、当該ワクチンの予防接種の在 り方について検討を行 う。

第 3 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎 ウイルスの感染状況を本人が把握するための肝炎ウイルス検査については、医
・

療保険者や事業主等の多様な実施主体において実施 されていることや、プライバシー

に配慮 して匿名実施 されている場合があること等から、当該検査の受検状況の実態を

把握することは困難な状況にあるが、肝炎 ウイルス検査体制の整備及び普及啓発を効

果的に実施するために、施策を行 う上での指標 となるよう、肝炎 ウイルス検査の受検

率について把握するための調査及び研究が必要である。

また、肝炎 ウイルス検査未受検者や、受検 しているが検査結果を正 しく認識 してい

ない者等、感染の事実を認識 していない肝炎患者等が多数存在することが推定 される。

このため、すべての国民が少なくとも一回は肝炎 ウイルス検査を受検することが必要

なことについて、普及啓発を徹底するとともに、すべての国民が少なくとも一回は肝

炎 ウイルス検査を受検することが可能な体制を整備 し、その効果を検証するための研

究を推進する必要がある。

さらに、肝炎 ウイルス検査の受検結果については、受検者各自が正 しく認識できる

よう、肝炎の病態等に係 る情報提供を行 うとともに、肝炎医療に携わる者に対 し、最

新の肝炎 ウイルス検査に関する知見修得のための研修の機会を確保する必要がある。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、国民の肝炎 ウイルス検査に係 る受検率等について推計するための調査

及び研究を行 う。

イ 国は、現在、地方公共団体が実施主体となって行っている肝炎 ウイルス検査

について、地方公共団体に対 し、引き続き、検査実施とその体制整備を要請す

る。
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ウ 国及び地方公共団体は、住民に向けた肝炎 ウイルス検査に関する広報を強化

する。あわせて、職域において健康管理に携わる者や、医療保険者、事業主等

の関係者の理解 と協力の下、引き続き、関係者に対し、労働者に向けた受検勧

奨を要請する。

工 国は、多様な検査機会の確保を目的として、医療保険者が健康保険法 (大正

11年法律第 70号)に基づき行 う健康診査等及び事業主が労働安全衛生法 (昭和

47年法律第 57号)に基づき行 う健康診断に併せて実施する月千炎ウイルス検査に

ついては、継続 して実施されるよう医療保険者及び事業主に対 して要請する。

また、医療保険者や事業主が月干炎 ウイルス検査を実施する場合の検査結果につ

いて、プライバシーに配慮 した適正な通知 と取扱いについて、医療保険者及び

事業主に対 して改めて周知する。

オ 国は、肝炎ウイルス検査の受検前及び結果通知時において、受検者各自が、

病態、治療及び予防について正 しく認識できるよう、これ らの情報を取 りまと

め、地方公共団体等 と連携を図 り、その成果の普及啓発を行 う。

力 国及び地方公共団体は、医療機関に対 し、手術前等に行われる肝炎 ウイルス

検査の結果について、受検者に適切に説明を行 うよう要請する。また、国は、

医療機関において手術前等に行われる肝炎 ウイルス検査の結果の説明状況等に

ついて、実態把握のための調査研究を行 う。

キ 国は、独立行政法人国立国際医療研究センター肝炎情報センター (以下 「肝

炎情報センター」とい う。)に対 し、国立国際医療研究センターの中期 日標及び

中期計画に基づき、拠点病院等における指導的立場にある医療従事者に対 して、

最新の知見を踏まえた肝炎検査及び肝炎医療に関する研修が行われるよう要請

する。

第 4 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎 ウイルス検査の結果、診療が必要 と判断された者が医療機関で受診 しない、ま

た、たとえ医療機関で受診 しても、必ず しも適切な肝炎医療が提供 されていないとい

う問題点が指摘 されている。

このため、都道府県が設置する拠点病院を中心とし、専門医療機関とかか りつけ医

が協働する仕組み として、地域における肝炎診療ネットワークの構築を進め、すべて

の肝炎患者等が継続的かつ適切な肝炎医療を受けることができる体制を整備すると

ともに、地域や職域において健康管理に携わる者を含めた関係者の連携の下、肝炎患

者等に対する受診勧奨及び月干炎 ウイルス検査後のフォローアップを実施することに

より、肝炎患者等の適切な医療機関への受診を進める必要がある。

また、肝炎患者等が、働きながら継続的に治療を受けることができる環境づ くり

に向けて、引き続き、事業主、職域において健康管理に携わる者及び労働組合をは

じめとした関係者の協力を得 られるよう、必要な働きかけを行 う必要がある。

さらに、肝炎患者等の経済的負担軽減のための抗ウイルス療法に係 る肝炎医療費
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助成の実施及び肝炎医療に係る諸制度の周知により、肝炎の早期かつ適切な治療を

推進する。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、地方公共団体 と連携 して、肝炎 ウイルス検査後のフォローアップや受

診勧奨等、肝炎患者等を個々の病態に応 じて適切な肝炎医療に結びつける取組

を地域において中心となって進める人材の育成を進める。また、月干炎の病態、

治療方法、肝炎医療に関する制度等の情報を取 りまとめ、肝炎ウイルス検査に

よつて肝炎 ウイルスに感染 していることが判明した者に対 して配布する。

イ 国は、地域や職域において健康管理に携わる者が肝炎患者等に対 して提供す

るために必要な情報を取 りまとめ、地方公共団体や医療保険者等 と連携を図 り、
その成果の普及啓発を行 う。

ウ 国は、拠点病院等の医療従事者を対象 として実施 される研修を効果的に進め

るため、研修計画を策定する。また、国及び都道府県は、拠点病院が行 う研修
への支援方法について検討する。

工 国は、地域 における診療連携体制を強化するため、地域における連携の推進

に資する研究を行 う。

オ 国は、職域における肝炎患者等に対する理解を深めるため、肝炎の病態、治

療方法及び肝炎患者等に対する望ましい配慮についての先進的な取組例等の情

報を取 りまとめ、各種事業主団体 と連携を図 り、その成果の普及啓発を行 う。
力 国は、肝炎医療費助成制度、高額療養費制度、傷病手当金及び障害年金等の

肝炎医療に関する制度について情報を取 りまとめ、地方公共団体 と連携を図り、

肝炎の治療を進める際の医療機関や肝疾患相談センター等における活用を推進

する。

キ 肝炎情報センターは、肝炎医療に係 る最新情報、拠点病院及び専門医療機関

等のリス ト並びに拠点病院において対応可能な肝炎医療の内容に関 して情報収

集をした後、肝炎情報センターのホームページに分か りやす く掲載すること等

により、医療従事者及び国民に向けて可能な限 り迅速に周知を図る。

第 5 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎 ウイルスヘの新規感染の発生を防ぎ、肝炎医療の水準を向上させるためには、

肝炎の予防及び医療に携わる人材の育成が重要である。

このため、肝炎 ウイルスヘの新規感染の発生の防止に資する人材を育成するとと

もに、肝炎ウイルス感染が判明した後に適切な肝炎医療に結びつけるための人材を

育成する必要がある。

また、肝炎医療に携わる者が、最新の肝炎検査に関する知見を修得することは、

適切な治療方針の決定や患者に対 し適確な説明を行 う上で非常に重要であるため、

肝炎医療に携わる者の資質向上を図る必要がある。
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さらに、地域における肝炎に係る医療水準の向上等に資する指導者を育成するこ

とが必要である。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、肝炎 ウイルスヘの新規感染の発生を防止するため、各施設における感染

予防ガイ ドライン等の策定のための研究を推進 し、地方公共団体等 と連携を図 り、

当該研究成果について普及啓発を行 う。

イ 国は、地方公共団体と連携 して、肝炎 ウイルス検査後のフォローアップや受診

勧奨等、肝炎患者等を個々の病態に応 じて適切な肝炎医療に結びつける取組を地

域において中心 となって進める人材の育成を進める。 (再掲 )

ウ 国は、肝炎情報センターに対 し、国立国際医療研究センターの中期 目標及び中

期計画に基づき、拠点病院等指導的立場にある医療従事者に対 し、最新の知見を

踏まえた肝炎検査及び肝炎医療に関する研修が行われるよう要請する。 (再掲)

第 6 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

(1)今後の取組の方針にづいて

肝炎研究については、これまでの成果を肝炎対策に適切に反映するため、研究実績

を総合的に評価及び検証するとともに、今後、行政的な課題を解決するために必要な

研究を実施 してい く必要がある。

また、肝炎対策を総合的に推進するための基盤 となる肝炎研究を推進するとともに、

将来の肝炎研究を担 う若手研究者の育成を行い、月千炎研究の人的基盤の拡大を目指す。

さらに、肝炎研究について、国民の理解を得 られるよう、分かりやすい情報発信を

推進する必要がある。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、「肝炎研究 7カ年戦略」を踏まえ実施 してきた過去の研究について評価

及び検証を行い、肝炎対策推進協議会に報告する。

イ 国は、肝炎研究分野において、若手研究者の人材育成を積極的に行 う。

ウ 国は、具体的な施策の日標設定に資するよう、肝炎、肝硬変及び肝がん等の病

態別の実態を把握するための調査研究を行 う。

工 国は、月千炎研究について国民の理解を得 られるよう、当該研究の成果について

分か りやす く公表 し、周知を図る。

第 7 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎は重篤な疾病であり、肝炎医療に係 る医薬品を含めた医薬品の開発等に係る

研究が促進 され、早期の薬事法 (昭和 35年法律第 145号)の規定による製造販売

の承認に資するよう、治験及び臨床研究の活性化の取組を推造 し、さらに、肝炎医

療のための医薬品を含めた、特に必要性が高い医薬品及び医療機器が速やかに医療
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現場に導入されるよう、審査の迅速化等の必要な措置を講じる必要がある。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、月干炎医療の医療水準の向上等に資する新医薬品の開発等に係る研究を推
進する。

イ 国は、肝炎医療に係る新医薬品を含めた医薬品開発等に係る治験及び臨床研究
を推進する。

ウ 国は、月千炎医療に係る新医薬品、新医療機器等については、優れた製品を迅速
に医療の現場に提供できるよう、有効性や安全性に関する審査体制の充実強化等

・
を図る等承認審査の迅速化や質の向上に向けた取組を推進する。

工 国は、肝炎医療に係る新医薬品等のうち、欧米諸国で承認等されているが国内
で未承認の医薬品等であって医療上必要性が高いと認められるものについて、関
係企業に治験実施等の開発要請の取組を行う。

オ 国は、肝炎医療に係る新医薬品等のうち、医療上の有用性等の要件を満たす医
薬品については、他の医薬品に優先して承認審査を進める。

第8 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項
(1)今後の取組の方針について

肝炎に係る正しい知識については、多くの国民に十分に浸透していないと考えられ
る。こうした中において、肝炎ウイルス検査の受検を勧奨し、また、肝炎ウイルスの

新たな感染を予防するためには、すべての国民に対して、肝炎の予防、病態及び治療
に係る正しい理解が進むよう普及啓発及び情報提供を推進する必要がある。
また、早期かつ適切な治療を促すため、肝炎患者等が肝炎の病態及び治療に係る正

しい知識を持てるよう、普及啓発及び情報提供を推進するとともに、肝炎患者等が、
不当な差別を受けることなく、社会において安心して暮らせる環境づくりを目指し、
肝炎患者等とその家族等、医療従事者、事業主等の関係者をはじめとしたすべての国
民が、肝炎について正しい知識を持つための普及啓発を推進する必要がある。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、平成 22年 5月 の世界保健機関 (WHO)総会において、世界肝炎デー
の実施が決議されたことを踏まえ、日本肝炎デーを設定する。あわせて、国及
び地方公共団体は、財団法人ウイルス肝炎研究財団の実施する「月干臓週間」と

連携し、集中的な肝炎の普及啓発を行う。

イ 国及び地方公共団体は、あらゆる世代の国民が、肝炎に係る正しい知識を持
つための普及啓発を行う。

ウ 国及び地方公共団体は、国民に対し、近年我が国における感染事例の報告があ
る急性B型肝炎 (ジェノタイプA)は、従来に比し、感染が慢性化することが多
いとされていることにかんがみ、母子感染や乳幼児期の水平感染に加えて、ヒト
免疫不全ウイルス (HIV)等と同じく性行為により感染する可能性があるという
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認識を促し、予防策を講じる必要があることについて普及啓発を行う。
工 国及び地方公共団体は、肝炎患者等への受診勧奨活動として、医療保険者、医

師その他の医療従事者の団体、職域において健康管理に携わる者の団体、事業

主団体等の協力を得て、肝炎の病態、知識や肝炎医療に係る制度について普及

啓発を行う。

オ 国は、肝炎患者等、医師等の医療従事者、職域において健康管理に携わる者、

事業主等の関係者に向けて、各々の立場で必要な情報を取りまとめ、その成果

について普及啓発を行 う。

力 国は、地域における医療機関において、肝炎に係る情報提供が適切になされる

よう、肝炎情報センターに対し、情報提供機能を充実させるよう要請する。

キ 国及び都道府県は、拠点病院の相談センターを周知するための普及啓発を行 う。
ク 国は、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の検査結果につ

いて、プライバシーに配慮した適正な通知と取扱いについて、医療保険者及び

事業主に対して改めて周知する。 (再掲)

ケ 国は、肝炎ウイルス感染者に対する偏見や差別の実態を把握するための調査研

究を行い、その被害の防止のためのガイ ドラインを策定するとともに、地方公

共団体と連携を図り、その成果の普及啓発を行う。

第9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

(1)肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化及び充実

① 今後の取組の方針について

肝炎患者等及びその家族等が、肝炎と向き合いながら治療を含む生活の質の向

上に取り組むことができるよう、相談支援体制の充実を図り、精神面でのサポ

ー ト体制を強化するとともに、肝炎患者等が不当な差別を受けた場合、肝炎患

者等一人一人の人権を尊重し、不当な差別を解消するため、itL切 な対応を講じ

ることができる体制づくりを進める必要がある。

② 今後取組が必要な事項について

ア 国は、都道府県と連携して、肝炎患者等及びその家族等の不安を軽減するた

めの情報提供を進めるとともに、肝炎患者等及びその家族等と、医師をはじめ

とした医療従事者とのコミュニケーションの場を提供する。

イ 国は、肝炎情報センターに対し、拠点病院の相談員が必要とする情報につい

て整理し、積極的に情報提供が行われるよう要請する。

ウ 国は、地方公共団体と連携して、法務省の人権擁護機関相談窓口の周知を図

る。

(2)肝硬変及び肝がん患者に対する更なる支援の在り方について

肝炎から進行した肝硬変及び肝がんは、根治的な治療法が少ない。このため、肝硬

変及び肝がん患者の不安を軽減するために、以下の取組を講じるものとする。

ア 国は、月干硬変及び肝がんを含む肝疾患について、「肝炎研究7カ年戦略」に基



づく研究を推進する。あわせて、国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんを含
む肝疾患に係る月干炎医療の水準の向上等を図るため、医療従事者への研修等人材

育成を推進する。

イ 国は、都道府県と連携して、肝炎から進行した肝硬変及び肝がん患者を含む肝

炎患者等及びその家族等の不安を軽減するための情報提供を進めるとともに、肝

炎患者等及びその家族等と、医師をはじめとした医療従事者とのコミュニケーシ
ョンの場を提供する。

ウ 平成 22年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法 (昭和 24年法律第 283

号)における身体障害として、新たに肝臓機能障害の一部について、障害認定の

対象とされた。その認定を受けた者の肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫療法とそれ
らに伴う医療については、自立支援医療 (更生医療)の対象となっており、引き

続き当該支援を継続する。
工 国は、肝炎から進行した月干硬変及び月千がんの患者に対する更なる支援の在り方

について検討する上での情報を収集するため、肝硬変及び肝がん患者に対する肝
炎医療に関する現状を把握するための調査及び研究を行 う。

(3)地域の実情に応じた肝炎対策の推進

都道府県においては、肝炎対策基本法の趣旨に基づき、都道府県単位での肝炎対策
を推進するための計画を策定する等、地域の実情に応じた肝炎対策を講じるための体
制を構築し、管内市区町村と連携した肝炎対策を推進することが望まれる。

また、地方公共団体は、積極的に、国をはじめとする他の行政機関との連携を図り
つつ肝炎対策を講じることが望まれる。

(4)国民の責務に基づく取組

肝炎対策基本法第 6条の規定にかんがみ、肝炎対策は、肝炎患者等とその家族等
を含めた国民が主体的かつ積極的に活動する必要があり、以下の取組を進めること
が重要である。

ア 国民一人一人が、肝炎は放置すると肝硬変や肝がんという重篤な病態へと進
展する可能性があり、各人の健康保持に重大な影響をもたらしうる疾病である
ことを理解した上で、少なくとも一回は肝炎ウイルス検査を受検し、自身の肝
炎ウイルス感染の有無について、早期に認識を持つよう努めること。

イ 国民一人一人が、肝炎ウイルスヘの新規感染の可能性がある行為について正

しい知識を持ち、新たな感染が生じないよう行動すること。また、肝炎ウイル
スの感染に関する知識が不足していること等により、肝炎患者等に対する不当
な差別や、それに伴う肝炎患者等の精神的な負担が生じることのないよう、正

しい知識に基づく適切な対応に努めること。

(5)肝炎対策基本指針の見直し

肝炎対策基本法第 9条第 5項においては、「厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状

り ′



況の変化を勘案 し、及び肝炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも 5年 ごと

に、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更 しなけ

ればならない。上とされている。

本指針は、肝炎をめぐる現状を踏まえ、肝炎対策を総合的に推進するために基本 と

なる事項について定めたものである。今後は、本指針に定める取組を進めていくこと

となるが、国、地方公共団体等における取組について、定期的に調査及び評価を行い、

肝炎をめぐる状況変化を的確にとらえた上で、必要があるときは、策定から5年を経

過する前であっても、本指針について検討をカロえ、変更するものとする。

t)三
 ́,ン



資料 2

肝炎対策基本指針に望むこと

肝炎患者が安心して暮らせるために

平成21年 10月 25日

阿部 洋一 天野 聰子 木村 伸―

武田せい子 平井美智子 松岡 貞江

1.減らない肝硬変・肝がんによる死亡者

・ 肝硬変口肝がんによる死亡者数
4万 3千人/年 (肝がん3万 2千人)※ 1

・ 原発性肝がんの99%は肝細胞がん
肝細胞がんの90%は B・ C型ウイルスが原因(C型75%)

・ 肝硬変からの発がん率が高い
年率8%の発がん率、重度の肝炎⇒5% ※2

0他のがんに比べて対象者がはっきりしている
スクリーニングの対象者を囲い込むことが可能

適切な肝炎対策で犠牲者を減らすことができる

※1平成20年 人口動態統計より ※2第 15回原発性発がん追跡調査より
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2.肝硬変・肝がん患者の置かれている状況

現在の治療法では根治せず進行するのみ

治療法が進んでも肝がんの死亡率はなお高
い

「有効な治療法がないまま死が近づく」恐怖

何度も繰り返す再発がんとの闘い ヽ

長い闘病・失業・生活難・死の恐怖

3.かかりつけ医受診の現状

・ 肝機能{ASTeALT)が高くても治療しない
。肝庇護剤の治療が適切でない
。鉄の検査や潟血の治療をしてくれない
。肝炎が重篤にならないと専門医に紹介しない

・ 画像診断技術が低く肝がんの発見が遅れる

不適切な医療のために、肝硬変・肝がんヘ

の進展に歯止めがかかっていない

懲6



4.進まないウイルス検診とIFN治療

0平成13年有識者会議報告書でスクリーニングが重
要とされながら、今なお、100万人以上の自覚してい
ない感染者がいる

。平成20年度及び21年度で医療費助成を受けた患者
は約7万人に過ぎない

現状の対策で十分なのか ?更なる対策が必要な
のではないか?目標を立てその達成度を検証し、
不十分であれば、新たな対策を講じる必要がある

5.私たちの求める社会
(1)すべての感染者が感染を自党している

(2)IFN治療の適応のある患者はすべて治療を受けている

{3)すべての肝炎患者(肝硬変口肝がん含む)が居住する地
域に関わらず適正な治療を受けている

{4)収入が足りないことを理由に治療を受けられない患者
は1人もいない

い}肝炎により働けない患者には生活支援がある

{6)肝炎であることで社会から偏見口差別を受けない

私たち患者は、このような社会が5年後に
実現していることを強く望みます

感9



6.今回示された基本指針{案 )について

(1)取組むべき課題はあるが日標が明示されていない

目標と達成時期を明記し、達成度合いを
検証すべき

(そのための評価基準を明らかにすべき)

以上75%  肝硬変・肝が
60歳台 25%  IFN治 療可能者の減少

もう待てない肝炎対策 l⇒〉ここ5年が正念場 !

※数値は紫波町肝炎検討会H22年

6.今回示された基本指針{案 )について

(2)すべての国民が少なくとも1回ウイルス検査がいつまでか?

・すべての国民が1回ウイルス検査を受けられる体制を、
いつまでに整備し、国民の意識に浸透するのか、その
制度は利用しやすいのかが重要

◎平成14～ 18年の5年間の三鷹市のC型肝炎検診
陽性者 215名 診断が特定 207名 の内訳

無症候性キャリア 約48%慢 性肝炎 約42%
肝硬変 約8%肝 がん 約2.4%
(5人⇒全員70歳以上、40人に1人が肝がん)

感染者の早期発見が死亡者・医療費を減らす第一歩 !
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6.今回示された基本指針(案 )について

(3)肝硬変・月干がん患者の実態調査もせず、支
援策を何ら講じていない

肝炎対策基本法附則第2条「肝炎から進行した肝硬変・

肝がんの患者に対する支援の在り方については、これら
の患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後の必
要に応じ検討が加えられるものとすること」とある。

肝硬変瑚干がん対策の有効な施策が
何ら示されていない

6。 今 回 示 され た基 本 指 針 (案 )につ いて

(4)かかりつけ医のレベルアップ策・病診連携体制で
の役割などが明確でない          ′

・各地域の病診連携体制の整備とかかりつけ医のレベ

ルアップの重要性は従来から指摘されていたが、未だに
地域では、その対策が進んでいない。
・病診連携体制における「かかりつけ医」の役割口診療内
容が明確にされていない。

従来の延長線上にない新たな対策が必要
・ 山梨県肝炎保健指導推進モデル事業・三鷹・武蔵野方式C

型肝炎地域連携パスなどのリソースの活用
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6.今回示された基本指針(案 )について

(5)IFN治療者を増やすためには?

口「治療体暇制度」が必要とする疾患は他にも存
在する。それらの疾患もあわせて制度を検討す
るべき
※平成21年 11月 衆議院厚労委員会決議「肝炎対策の推進に関する件」第
4項「肝炎治療のための体職。休業を余儀なくされた患者に対する支援の
あり方について早急に検討を行うこと」とある。

・専門医・専門医療機関が関わつてIFN治療をす
る肝疾患診療体制の確立を急ぐ必要がある

・IFN治療の

'・テーラーメードのIFN治療の

6.今回示された基本指針(案)について

(6)各都道府県に委ねて基本理念が実現するか。

肝炎ウイルス検診は地方自治体単位で行われ、主にかか
りつけ医で実施されるため、専門病院とかかりつけ医及び
自治体との「医療連携」を通じて初めて効果をあげられる、
といつても過言ではない。肝がん撲滅を共通の目的として
掲げ、地域に根差した医療連携体制を構築することにより
その目的を果たす必要がある。※ヵtん診療における地域連携パスより

基本法の基本理念の実現には、国と地方
自治体の協働が必要(特に、国のリーダー
シップ)

32



7.肝炎対策基本法【前文】に照らして

薬害C型肝炎やB型肝炎訴訟以外にも肝炎ウイル
スの感染については「国の責めに帰すべき事由に
よりもたらされ、又はその原因が解明されていな
かつたことによりもたらされたものである」と他の原
因による感染についても国の責任を認めています。

8日 肝炎患者救済の責務

肝がん死亡率 (粗死亡率)の 国際比較 (人口10万人対)

(独 )国立がん研究センターがん対策情報センター資料より

日本

(2003) 鋤
四

アリレセンチン

(2001) 枷
四

フランス

(2000)

卜
・
イツ

(2001)

オーストラリア

(2001)

男性 379 50 17.5 87 5.6

女性 16.6 4.1 47 2.4

日本の肝がん死亡者は過去の医療行政などによる人災とも言える。
世界の歴史に無いような、未曾有の大被害の犠牲者を救う施策を、国は
予算が無いから、出来ないと済まされることでしょうか。

基本法第8条には「

l」 となつています
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9口 患者アンケートより
【闘病期間】
①10年未満13.3%② 10～ 19年43.4%③20～ 29年265%④ 30年 以上16_8%

【患者の声】
◇C型肝炎、自己免疫肝炎、脂肪肝でINFが使えず、友の会定例会や会報で最
新治療方法を知ると気が迷入ってしまいます。GOT、 GPTが 150～ 180で週3回

強ミノを点滴して上昇を抑えていますが通院が大変です。(60代女性埼玉県)

◇肝臓病をわずらって約47年になる。INF治療3回、ラジオ波焼灼療法12回 、塞
栓術3回 、肝切除1回等により高額な医療負担との闘いでありました。現在ウイル
スはマイナスになりましたが肝硬変から肝がんになり治療を行つています。肝炎
治療に先駆者的な立場にあつた肝がん患者に対して早急に治療費等の支援を
すべきと考えます。(60代男性大阪府)

◇今年の4月 にがんが見つかり手術をしました。8月 にまたがんが出て10月に
入院手術です。私は73歳です。もうあきらめています。若い人たちはこれからで
す。一日も早くいい薬を作つて下さい。(70代女性岩手県)

10.指針 (案 )は患者の思いに応えているか

患者の思い
1.肝炎患者等の医療費口生活
2.治療薬口治療法のなどの開発、保険認可
3.最適な治療が受けられる診療体制

(専門医療機関とかかりつけ医の連携)

4.ウイルス検査の受診率向上   ※日肝協アンケートより

基本指針 (案 )は
口医療費・生活支援拡大などが示されない
口主要な施策の目標・達成時期が示されていない
・これから調査・研究など今後やって行くことが多い
・医療体制の構築など地方公共団体に委ねている
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11.最後に

昨年の「肝炎対策基本法」の成立は私たち肝炎患者等にとっ
て、画期的な法律であり、基本指針に大きな期待を持つてい
ました。

基本指針は患者の将来に希望が与えてくれるものと考えて
いましたが、基本指針 (案)は「これから検討していく」というよ
うなもので、患者の思い・願いがかなえられるか、まだまだ不
透明です。

私たち患者、特に高齢者・重篤な患者は時間がないという現
実があります。

今一度、「基本法の趣旨」と「患者の現実」などから「基本指
針に何が必要か」を委員の皆様に考えていただければと思
います。
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会員の声 (日 肝協ア ンケー ト)

【埼玉県】

(60代女性)年金暮らしの為、今後の医療費や通院方法が′とヽ配です。もつと高齢になると体力的にも

遠方の病院には行けなくなると思います。又、他の病気の併発もあわせて考えるから…・。

(60代女性)C型、自己免疫肝炎、脂肪肝でINFが使えず、友の会定例会や会報で最新治療方法を

知ると気が迷入つてしまいます。GOT、 GPTが 150～ 180で週3回強ミノを点滴して上昇を抑えていま

`すが通院が大変です。

(70代男)月干炎患者は通院で費用も掛ります。他の病気もあり精神的不安に加え経済的にも苦労し

ています。検査・治療費の特別配慮が得られると助かります。

(70代女性)肝炎治療ノート(例えば母子手帳様なもので診断等の重要事項、正式な病名、ステージ

、治療方針、その効果等を病院狽1が記入して患者に渡して貰えるノート)のようなものを自治体で出し

て欲しい。先生とのコミュニケーションもとりやすいと思う。

【大阪府】

(70代男)国 の本当の責任を痛感して欲しい。弱者ツト除のしきたり。信用出来ない (自 分のタメだけを

考えている)

(60代男性)月千臓病も糖尿病と同じく、種々の全身症状がでるが栄養管理等のバックアップが少ない

(60代男性)年数がすぎでおり多年に渡りますので血小板も少なくINFが打てないのは、死ぬのを待

つ様でつらいです。又、長年の医療費がかさみ医療費の無料化をお願いしたいです。長く生きる事
への不安もあります。自分が悪い遊びでこの様になったのであればあきらめも付きますが、原因が分

からないのでつらいです。

(60代男性)月干臓病をわずらって約47年になる。高額なINF治療など3回 、ラジオ波焼灼12回、塞栓

術3回、肝切除1回等により高額な医療負担との闘いでありました。現在ウイルスはマイナスになりまし

たが肝硬変→月干がんになり治療を行つています。(中略)・月干炎治療に先駆者的な立場にあつた肝が

ん患者に対して早急に治療費等の支援をすべきと考えます。

(70代女性)C型肝炎はいずれ肝硬変そして合併症、最後には癌へ移行する慢性難治性ですので、

もつと県や市の自治体が患者自身の症状をよく知る窓口があればと良いと願つています。

(50代女性)月干硬変、肝がんは2級以上の身体障害者にするべしだと思います。すぐに治る病気では

ないので治療費が多く掛ります。仕事が出来にくい月干硬変は生活費の保障もお願いいたします。

【岩手県】

(70代女性)今年の 4月 にがんが見つかり手術をしました。 8月 にまたがんが出て 10月

に入院手術です。私は 73歳です。もうあきらめています。若い人たちはこれからです。一

日も早くいい薬を作つて下さい。

(30代男性 B型肝炎)ガ 学ヽ校のころバイキンと言われいじめられた。現在パー トで働き、

今までの医療費は親からの援助、年と共に病気 。生活への不安多々あります。

(40代男性)内臓の悪い人間は障害認定も受けられず、命を削つて仕事をするしかない。

体のだるさ、手足のけいれんなど、国はもつと目を向けてほしい。

(60代女性)病院に行つていれば良くなると思つていましたが、さっぱり治 りませんでし

た。痛 くもない病気なので甘く見がちです。

(70代女性)家族のなかに居ながら「コドク」です。ホスピスのようなところがあれば良

いと思つています。
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資料 3
肝炎対策推進協議会

会長 林 紀 夫 殿

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

洋 一

聡 子

伸 一

「肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (案 )」 に対する意見

2010年 (平成 22年)9月 日

阿 部

天 野

木 村

武 田 せ い 子

平 井 美 智 子

松  岡 貞 江

今般、事務局より、肝炎対策の推進に関する基本的な指針の案 (以下、指金十案 といいます)

が提示 されました。

しかし、私たち患者委員は、肝炎対策の現状に対する評価や問題点の洗い出しもなく、

もちろん、その点についての委員間の議論もないまま、更に明確な視点が示 されることな

く続けられたプレゼンや ヒア リングを 2回行っただけで、突然指針案が提示されたことに
ついて違和感を覚えてお ります。

また、国が 「働 きかけを行 う」だけでよいとする記載部分も多く、現在の政策を大きく

変えねばならないとい う意識がなく、指針は抽象的な文言が並ぶだけです。
これでは我が国の将来の肝炎対策について具体的なイメージを描 くことができません。

指金十案がかようなものにとどまっている背景には、現状でかなり上手 く進んでいるとい

う認識があり、かつ、かような対策は、国が主体となってやるものではなく、地方公共団

体が主体となってやるものだとい う意識が存するかのように感 じられます。
しかし、そもそもなぜ、ひ とつの疾病についてわざわざ個別の法律 (基本法)が制定 さ

れたのでしょうか。

また、現状に問題はないので しょうか。先進諸国に比べて格段に肝がんなどの死亡者の

割合が多い我が国において、検査や治療は適切に進んでいるといえるのでしょうか。そ う
ではないことは、私たち患者が一番よく認識 してお ります。

よつて、まず指針の冒頭および第 1の部分において、基本法前文の意義を具体的に記載
し、現状評価 も書き込み、第 2以降の各論については、特に現状分析の必要な項 目につき

詳 しい記述を加えるべきだと考え、以下の対案を示すものです (新たに書き加える部分を

赤字にし、削除する部分を網がけにし、コメン ト部分にマーカーを引きました)。

ご検討の程、お願い申し上げます。

〔
“′
ヾ



目 次

第 1 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

第2 肝炎の予防のための施策に関する事項

第 3 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

第4 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

第5 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

第 6 肝炎に関する調査及び研究に関する事項            ´

第 7 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

第8 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項
第 9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

肝炎は、肝臓の細胞が破壊されている状態であり、その原因は、ウイルス性、アルコ

ール性、自己免疫性等に分類され、多様であるが、今日肝炎が国内最大級の感染症であ
ることは明らかである。肝炎は放置すると肝硬変ち月十がんなどへ重篤化するのであって、
月千炎患者にとって将来への不安は計り知れないものがあるc

しかも、これまで肝炎の克服に向けた道筋が開かれてきたものの、早期発見や医療ヘ

のアクセスにはいまだに解決すべき課題が多い。すなわち、これまで多くの肝炎対策が
進められてきたが、未だに肝炎ウイルスに起因する肝硬変、肝がんなどによる死亡者は
年間4万人を超えており、全国で進められているウイルス検診や治療費助成制度を 層́
強化すべきである。また、肝疾患診療体制も各都道府県で取組にばらつきがあり、地域
によつては患者が適切な治療を受けることが出来ない現状である。

更に、B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスヘの感染については、国の責めに帰すべ

き事由によりもたらされたものも存するうえ、ウイルス性肝炎患者は高齢化が進み、病
気が重篤化し、肝硬変・肝がんに苦しんでいる。これまでのウイルス肝炎対策は重症化
しないための医療費助成に重点が置かれ、重篤化した肝硬変以降の患者に対する支援の

在り方については殆ど検討されてこなかった。
これらの現状にかんがみ、肝炎対策のより 層́の推進を図るため平成 22年 1月 1日

肝炎対策鳳本法が施行されたのであり、基本指針は、同法第9条 l項に基づき策定され
るものである。この基本指針において、B型 ウイルス性肝炎又はC型 ウイルス性肝炎 (以

下「肝炎」という。)対策を総合的に推進するために基本となる事項を定め、今後、基本
指針に基づき国及び地方公共団体、更に肝炎患者を含めた国民、医療関係者などが ^体

となって、良質かつ適切な医療や社会福祉サービスの実現に取り組むことにより、ウイ
ルス肝炎患者が安心して治療し、将来に不安がなく生活出来ることを日指すものとする。

肝炎は、肝臓の細胞が破壊されている状態であり、その原因は、ウイルス性、アルコ

ール性、自己免疫性等に分類され、多様である。しかしながら、我が国では、B型肝炎
ウイルス又はC型肝炎ウイルス感染に起因する月干炎患者が大きな割合を占めていること、
及び肝炎対策基本法 (平成 21年法律第 97号)前文の趣旨にかんがみ、本基本方針に
おいては、B型 ウイルス性肝炎又はC型 ウイルス性肝炎 (以下「肝炎」という。)対策を
総合的に推進するために基本となる事項を定めるものとする。

何故基本法が定められたのかについて記載された前文の趣目を明確に書き込むべきである。
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第 1 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

(1)基本的な考え方

肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化 し、肝硬変、肝がんといっ

たより重篤な疾病に進行するおそれがある。このため、B型肝炎 ウイルス又はC型
肝炎 ウイルスに感染 したことに起因して肝炎に罹患した者及び B型肝炎 ウイルス又

はC型肝炎ウイルスに感染 した者 (以下 「肝炎患者等」とい う。当然、ここには、

肝炎に罹患 し、ifFl■ 変、肝がんに進行 した者も含む)が生活する中でかかわること

となるすべての関係者が肝炎に係る理解を深め、これ ら関係者の協力の下、肝炎患

者等が安心 して生活できる環境づくりに取 り組むことが必要である。

また、肝炎対策を進めるに当たっては、肝炎患者等を含めた国民の視点に立ち、

国民や関係者の理解、協力を得て、肝炎患者等を含む関係者が一九となつて連携す

ることが重要である。特に、月F炎 対策は、肝炎患者等の置かれた環境、病状によっ

て異なるのであ り、llf炎 患者等の実態を調査 し、その実態に応 じた対策を講 じるこ

と、肝疾患による死亡者を減 らすことなど具体的な目標や達成時期を設定 し、定期

的に達成度を評価することが月F要 であるこ

121 肝炎に関する更なる普及啓発

B型肝炎ウイルス又はC型肝炎 ウイルス (以下「肝炎ウイルス」とい う。)は、感

染 しても自覚症状に乏しいことから、感染に気付きにくく、また、感染を認識 して
いても、感染者が早急な治療の必要性を認識 しにくい。このため、国民一人一人が

自身の肝炎ウイルスの感染状況を認職 し、肝炎に係る正しい知識を持つよう、更な

る普及啓発に取 り組む必要がある。

さらには、肝炎患者等に対する不合理な取扱いを解消し、また、感染経路につい

ての知識不足による新たな感染を予防するためにも、肝炎に係る正 しい知識の普及
が必要である。

旧)肝炎ウイルス検査の更なる促進

肝炎ウイルスの感染については、輸 liL、 liL液製剤、 ,防接種等、感染経路が様 々

であり、個人の過去の生活における感染 リスクの有無を判断することが困難である

ことから、肝炎 ウイルス検査の受検機会を広 く提供 し、国民すべてが、少なくとも一

回は肝炎ウイルス検査を受けることが可能な体制を整備 し、受検の勧奨を行 うこと

が必要である。

「感染経路が様々」とだけ記載するのでは、実体に即さない。わが国においては、多くのケースが、

輸血、血液製剤、予防接租による感染(医原性)であるという事実を確認し、そのうえで、そのよう

な医療を受けた方(の感染)が特に重要であることを意識させるべきである。

に)適切な肝炎医療の推進

肝炎ウイルスの感染について認識している肝炎患者等の健康保持のためには、
個々の状況に応じた適切な治療を受けることが重嬰である。

肝炎患者等に対する適切な医療を提供するためには、専門的な知識や経験が必要
であるため、個々の肝炎患者等は、肝炎の治療を専門とする医療機関 (以下「専門
医療機関」という。)において治療方針の決定を受けることが望ましい。
また、専門医療機関において治療方針の決定を受けた肝炎患者等は、継続して適

切な治療を受けることが必要である。

3 3 

ιl



このため、肝炎患者等が、居住地域にかかわらず適切な肝炎医療を受けられるよ

う、都道府県において、地域の特性に応 じた肝炎診療体制の整備の促進に向けた取

組を進めるため、都道府県ごとに肝炎対策の推進計画を策定することが望ましく、

都道府県 と国、医療機関が 十分に連携する必要がある。

また、肝炎 ウイルスの排除又は増殖を抑制する抗 ウイルス療法 (肝炎の根治 目的

で行 うインターフェロン治療及び B型肝炎の核酸アナログ製剤治療)については、

肝硬変や肝がんといった、より重篤な病態への進行を予防 し、又は遅 らせることが

可能であ り、また、ウイルス量が低減することにより二次感染の予防につながると

い う側面があることから、引き続き、抗 ウイルス療法に対する経済的支援に取 り組

み、自己負担額の更なる削減を検言ヽlす るむ必要がある。

5)肝炎患者等及びその家族に対する相談支援や情報提供の充実

肝炎患者等及びその家族の多くは、ウイルス性肝炎が肝硬変や肝がんといった、
より重篤な病態へ進行することに対する将来的な不安を抱えている、また、治療に

おける副作用等、治療開始前及び治療中において、精神的な負担に直面することも

多 くあることから、これ らの肝炎患者等及びその家族の不安や精神的負担の軽減に

資するため、肝炎患者等及びその家族への相談支援を行 う必要がある。

また、肝炎患者等やその家族を含む国民の目線に立って、分か りやすい情報提供
の強化について、取組を進めていく必要がある。

に)肝炎医療をはじめとする研究の総合的な推進

肝炎は国内最大級の感染症であり、感染を放置すると肝硬変、肝がんといった重

篤な病態に進行する。このため、肝炎のみならず、肝炎から進行 した肝硬変や肝が

んを含めた月F炎医療の水準の向上等に向けて、肝炎に関する基礎、臨床、及び疫学

研究等を総合的に推進する必要がある。

また、肝炎患者等の負担軽減に資するよう、肝炎対策を総合的に推進するための

基盤 となる行政的研究についても進める必要がある。

第 2 肝炎の予防のための施策に関する事項

(1)今後の取組の方針について

感染経路についての知識不足による新規感染を予防するため、すべての国民に対

する肝炎についての正しい知識の普及が必要である。特に、ピアスの穴あけ等の 1伍

液の付着す る器具の共有、性行為等、感染の危険性のある行為に興味を抱 くように

なる年代に対 しては、肝炎についての正 しい知識 と理解を深めるため、集中的かつ

効果的な取組が必要である。

(2)今後取組が必要な事項について

日常生活上の感染予防の留意点や、集団生活が営まれる施設ごとの感染予防ガイ

ドライン等の作成を行 う。また、特に医療従事者等の感染のハイ リスク集団を中心

として、B型肝炎ワクチンの有効性、安全性に関する情報提供を行うとともに、全
ての Fど もを対象とした同ワクチンの予防接種を検討する.|

第 3 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎 ウイルスの感染状況を本人が把握するための肝炎 ウイルス検査については、
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健康保険組合や事業主等の多様な実施主体において実施されていることや、プラ

イバシーに配慮 して匿名実施 されている場合があること等から、当該検査の受検

状況の実態を把握することは困難である現在困難な状況にある。

また、肝炎 ウイルス検査未受検者や、受検 しているが検査結果を正 しく認識 して
いない者等、いまだ感染の事実を認識 していない肝炎患者等が多数存在すること

が推定される。

したがって、今後は、下記の方針に基づき、適切な肝炎ウイルス検査の一層の推

進を図るとともに、受検者における受検結果の正 しい認識を促 し、必要に応 じて

適切な受療につなげることが重要である。

ア これ まで実施 してきた肝炎検査の体制をより拡充し、すべての国民が、少な

くとも一回は肝炎ウイルス検査を受けることが可能な肝炎 ウイルス検査体制

を整備構築 し、その効果を検証する

イ 感染経路の多様性にかんがみ、すべての国民が、少なくとも一回は肝炎 ウイ
ルス検査を受けることが必要であることについての普及啓発を徹底するとと

もに、輸血L、 血液製剤、 予防接種 (特に 予防接種にあっては、かつて乳幼児期
に義務として行われていた うえ、昭和 63年1ま で注射針の連続使用がなされた
いた)に よつて感染することが多い事実も周知 したうえ肝炎 ウイルス検査受検

勧奨を行 ヴ。

ウ 肝炎ウイルス検査の受検結果について、受検者各自が正 しく認識できるよう、

検査前及び検査結果通知時において、肝炎の病態等に関する正 しい知識につい

ての情報提供を徹底する。
工 肝炎医療に携わる者が、最新の肝炎検査に関する知見を修得することは、適

切な治療方針の決定や、患者への適確な説明を行 う上で非常に重要である。こ

のため、月干炎医療に携わる者に対する研修の機会を確保する必要がある。

(2)今後取利1が必要な事項について

上記の方針を実現するため、引き続き、現状の取組を推進するとともに、新たに

下記について取 り組む必要がある。

ア 国は、現行の「特定感染症検査等事業」及び「健康増進事業」において行

つている肝炎ウイルス検査について、実施主体である地方公共団体に対 し検査

実施とその体制整備を働きかけるとともに、検証のための指標を設けるものと

する。

国は、地方公共団体ごとに肝炎対策推進計画を策定するよう求め、併せて同

計画のなかで地方公共団体の実情を踏まえた具体的な目標を記載するよう要請

し、日標達成程度に応 じ、情報提供や指導を行 うものとする。

各地方公共団体の自党を促すため、各地方公共団体に推進計画を策定させることが望ましい。

また、その際には、具体的な目標を設定することが望ましい。

前回の臓nでは、おょそ数値目根を設定することが困難であるかのような議綸がなされてい

たが、国が把握できる数値や、従前から統計上明らかになつていた数字も存するのであって、

数値目標が全く困難だというものではない。

また、モデル地域を定め、その地域における違成度を検証するという手法も考慮されるべきで

ある。
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イ 国は、肝炎 ウイルス検査の実施について、実施主体である地方公共団体に対

し、住民に向けた広報の強化を要請する。あわせて、産業保健に従事する者や、

医療保険者、事業主等の関係者の理解 と協力の下、引き続き、労働者に向けた

受検勧奨を実施 した うえで、出前検診等の更なる対策を講 じることとする。

ウ 国は、多様な検査機会の確保を目的として、医療保険者や事業主が労働安全

衛生法 (昭和 47年法律第 57号)に基づく健康診断の機会をとらえて実施す

る肝炎 ウイルス検査については、継続 して実施されるよう働きかけを行 う。あ

わせて、事業主が実施する場合の検査結果の取扱いについて、プライバシーに

配慮 した適正な通知 と結果の取扱いについて改めて周知する。
工 国は、肝炎 ウイルス検査の受検前及び結果通知時において、受検者各自が、

病態、治療及び予防について正 しく認識できるよう、分か りやすい リーフレッ

トを作成 し、地方公共団体や健診団体等を通 じて、広 く受検者に配布する。

オ 国及び都道府県は、医療機関において手術前等に行われる肝炎ウイルス検査

について、医療機関か ら受検者にその検査結果について適切な説明がなされる

よう働きかけを行 うとともに、その効果を検証する。

力 国は、独立行政法人国立国際医療研究センター肝炎情報センター (以下 「肝

炎情報センター」 とい う。)に対 し、国立国際医療研究センターの中期 日標及び

中期計画に基づき、拠点病院等指導的立場にある医療従事者に対 し、最新の知見

を踏まえた肝炎検査を含む肝炎医療に関する研修が行われるよう指示する。

第 4 肝炎医療を提供す る体制の確保に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎 ウイルス検査の結果診療が必要 と判断された者が医療機関を受診 しない、ま

た、たとえ医療機関を受診 しても、必ず しも適切な医療が提供されていないとい う

問題点が指摘 されている。 1司 は、そσ)実態を調査する等の方法で、そσ)原因を分析

し、原因に対応 した対策を1綺 じるとと1)に 、このため、下記の方針に基づき、肝炎

患者等の早期かつ適切な治療を更に推進 していく必要がある。

ア 都道府県が設置する肝疾患診療連携拠点病院 (以下 「拠点病院」 という。)

を中心とし、専門医療機関とかか りつけ医が協働する仕組みとして、地域にお

ける肝炎診療ネ ットワークの構築を進め、すべての肝炎患者等が朝‖
llべ療機 1月

における専||11的 知1見 を生か した継続的かつ適切な医療を受けることができる体

制を整備する。

イ 地域保健や産業保健に携わる者を含めた関係者の連携、協力の下、肝炎患

者等に対する受療勧奨及び肝炎ウイルス検査後のフォローアップを実施するこ

とにより、肝炎患者等の適切な医療機関への受診を進める。

国は、受療勧奨及びフォローアップの効果を定期的に検証 し、一定の指標の

もとに、陽性判明者の受療する率を高めていくことを目指す。

ウ 肝炎患者等が、労働と継続的な受療を両立させることができる環境づくりに

向けて、引き続き、事業主、産業保健関係者、労働組合をはじめとした関係者
の協力を得られるよう、必要な働きかけを行うとともに、法整備および法的な
支援の必、要性について検討するc

工 肝炎患者の経済的負担軽減のための肝炎医療費助成の実施及び肝炎医療に

係る諸制度の周知により、肝炎の早期かつ適切な治療を推進する。
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12)今後取組が必要な事項について

上記の方針を実現するため、引き続き現状の取組を推進するとともに、新たに下

記について取 り組む必要がある。

ア 国は、地域保健や産業保健に従事する者が肝炎患者等へ提供するために必要

な情報について整理 し、分か りやすく効果的に提供するための情報ツールを作

成する。

イ 国は、患者への情報提供の重要性に鑑み、国・地方公共団体による情報提供
のあり方を検討 し、適切な情報提供のための施策を講ずる。

ウイ 国は、拠点病院等の医療従事者を対象 として実施 される研修を効果的に進

めるため、研修計画を策定する。また、地域における診療連携体制を強化する

ため、肝疾患地域連携 クリニカルパスの作成等、拠点病院が行 う研修への支援

方法について検討する。
工 国は、肝疾患専門医でない医師が肝疾患協力医療機関に指定される場合、同

医師が 定́期間内に肝疾患治療に関する研修を受けることが望ましいc国はそ
の研修への支援方法について検討するcま た、国は、肝疾患協力医療機関に指

定されない場合であっても、肝炎患者等を診察 。治療する医師は研修を受ける

必、要性が高いことを広報する。

オウ 国は、職場における肝炎患者等に対する理解を深めるため、肝炎の病態、

治療方法及び望ましい配慮についての先進的な取組例を分かりやすく示 した

リーフレッ ト等を活用 し、各種事業主団体を通 じて配布する。
カエ 国は、肝炎医療費助成制度、高額療養諸制度、傷病手当金及び障害年金等
の肝炎医療に係る既存の制度について、分か りやすくまとめたリーフレット等

を作成 し、肝炎の治療を進める際に医療機関や肝疾患相談センター等における

活用を推進する。

キオ 肝炎情報センターは、肝炎医療について、最新情報を収集 し、肝炎情報セ

ンターのホームページ等に分か りやすい形で掲載することにより、医療従事者

及び一般国民に向けて可能な限 り迅速に周知を図る。
ク IJは、月「炎患者

^等が、労働 と継続的な受療を両立できているかについて実態

調査を行い、状況に応 じて法整備および法的な支援の必要性について検討する。

第 5 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

(1)今後の取組の方針について

新規感染の発生を防ぎ、肝炎に係 る医療水準を向上させるためには、肝炎の予防

及び医療に携わる人材の育成を行 うことが宜要である。

このため、下記の方針に基づき人材育成に取 り組んでいく必要がある。

ア 新規の肝炎 ウイルス.感染の発生の防止に資する人材を育成する。

イ 肝炎ウイルス感染が判明 した後に適切な治療に結びつけるための人材を育

成する。

ウ 肝炎医療に携わる者が、最新の肝炎検査に関する知見を修得することは、適

切な治療方針の決定や患者に対 し適確な説明を行 う上で非常に重要であるた

め、肝炎医療に携わる者の資質向上を図る。
工 地城における肝炎に係る医療水準の向上等に資する指導者を育成する。
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9)今後取組が必嬰な事項について

ア 国は、新規の肝炎ウイルス感染の発生を防止するため、各施設における感染

予防ガイ ドライン等の作成のための研究を推進 し、当該研究成果について普及

策を講 じる。

イ 国は、肝炎情報センターに対 し、国立国際医療研究センターの中期 目標及び

中期計画に基づき、拠点病院等指導的立場にある医療従事者に対 し、最新の知

見を踏まえた肝炎検査を含む肝炎医療に関する研修が行われるよう指示する。

第 6 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

に)今後の取組の方針について

肝炎研究については、これまでの成果を肝炎対策に適切に反映するため、研究実

績を総合的に評価、検証するとともに、今後、行政的な課題を解決するために必要

な研究を実施 していく必要がある。 このため、下記の方針に基づき、肝炎研究の効

果的かつ効率的な実施 と研究成果の肝炎対策への適切な反映を促進する。

ア 今後の肝炎研究の在 り方について、「月干炎研究 7カ 年戦略」を踏まえ実地 し

てきた過去の研究について評価を行つた上、当該戦略の見直 しを行 うとともに

肝炎対策を総合的に推進するための基盤 となる肝炎研究を推進する。

イ 肝炎研究について、国民の理解を得 られるよう、分か りやすしν清報発信を推

進する。

12)今後取組が必要な事項について

上記の方針を実現するため、引き続き、現状の取組を推進するとともに、新たに

下記についても取 り組む必要がある。

ア 国は、月F炎 対策lli進 協議会の意見を参 考に し、「月干炎研究 7ヵ 年戦略」の評

価及び見直 しを行 う。

イ 国は、肝炎研究について国民の理解を得 られるよう、当該研究の成果につい

て分か りやす く公表 し、周知を図る。

第 7 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

(1)今後の取組の方針について

ア 肝炎医療のための医薬品の開発等に係 る研究を推進する。

イ 肝炎医療のための医薬品を含めた医薬品開発等に係る研究が促進 され、早期
の薬事法 (昭和 35年法律第 145号 )の規定による製造販売の承認に資する

よう、治験及び臨床研究の活性化の取組を推進する。

ウ 肝炎医療のための医薬品を含めた、特に必要性が高い医薬品及び医療機器が

速やかに医療現場に導入されるために、審査の迅速化等の必要な措置を講 じる。

121 今後取組が必要な事項について

ア 国は、肝炎等の医療水準の向上等に資する、肝炎医療のための医薬品の開発

等に係 る研究を推進する。

イ 国は、肝炎医療のための医薬品を含めた医薬品開発等に係る治験や臨床研究

を引き続き推進する。

ウ 国は、肝炎医療に係る新薬、新医療機器等については、優れた製品を迅速に

医療の現場に提供できるよう、有効性や安全性に関する審査体制の充実強化等

8
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を図るなど承認審査の迅速化や質の向上に向けた取組を推進 していく。
工 国は、肝炎医療に係る医薬品等の うち、欧米諸国で承認等 されているが国内

で未承認の医薬品等であって、医療上必要性が高いと認められるものについて

は、関係企業に治験実施等の開発要請の取組を引き続き行 う。

第 8 肝炎に関する啓発及び知徽の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

。(1)今後の取組の方針について

肝炎に係る正 しい知識については、多くの国民に十分に浸透 していないと考えられ

るため、下記の方針に基づき、よリー層の普及啓発及び情報提供を進める必要がある。
ア 肝炎 ウイルス検査の受検を促進 し、また、肝炎 ウイルスの新たな感染を予防

するため、すべての国民における、肝炎の予防、病態及び治療に係 る正しい理

解が進むよう普及啓発及び情報提供を推進する。

イ 早期かつ適切な治療を促すため、肝炎患者等が肝炎の病態及び治療に係る正

しい知識を持てるよう、普及啓発及び情報提供を推進する。

ウ 肝炎患者等が、不合理な処遇、待遇を受けることなく、社会において安心 し

て暮 らせる環境づくりを目指 し、肝炎患者等とその家族、遺族や、医療従事者、

事業主等の関係者をはじめとしたすべての国民が、肝炎に係る正 しい知識を持
つための普及啓発及び情報提供を推進する。

12)今後取組が必要な事項について

上記の方針を実現するため、引き続き、現状の取組を推進するとともに、新たに

下記の事項について取 り組む必要がある。

ア 国は、平成 22年 5月 のWHO総 会において、世界肝炎デーの実施が決議 さ

れたことを踏まえ、財団法人 ウイルス肝炎研究財団の実施する「肝臓週間」に

おいて、集中的な肝炎の普及啓発を行 う。

とりわけ、近年我が国における感染事例の報告がある急性 B型肝炎 (ジェノ

タイプA)については、従来のタイプに比 し性行為により感染が慢性化するこ

とが多いとされているため、HIV等 と同じく性感染症 としての認識を促 し、

予防策を講 じる必要があることについて普及啓発を推進する。

イ 国は、月千炎患者等への受療勧奨活動 として、医療保険者、医師その他の医療

従事者の団体、産業保健に従事する者の団体、事業主 l・
ll体等の協力を得て、肝

炎の病態、知1識や肝炎医療に係る諸制度について、普及啓発活動及び情報提供

を推進する。

ウ 国は、肝炎患者等や医師等の医療従事者、産業保健に従事する者、事業主等
の関係者に向けて、各々の立場で必要な情報を整理し、肝炎の病態や治療方法、

予防のために必要な事項についての分か りやすいリーフレッ ト等を作成 し、情

報提供する。
工 国は、地域における医療機関において、肝炎に係る情報提供が適切になされ

るよう、肝炎情報センターにおける情報提供機能を充実させ るよう要請する。
オ 都道府県は、拠点病院の相談センターを周知するための普及啓発活動を推進

する。

力 国は、事業主が肝炎 ウイルス検査を実施する場合の検査結果の取扱いについ

て、プライ.バ シーに配慮 した適正な通知 と検査結果の取扱いについて改めて周

知する。
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キ 国は、肝炎患者等が不合理な処遇、待遇を受けることなく社会において安

心 して暮らせるよう、肝炎患者等の意見を聴取しながら人権についての普及

啓発及び情報提供を推進する。⇒第 9(1)②への移動が可能

第 9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

(1)肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化及び充実

① 今後の取組の方針について

ア 肝炎患者等やその家族が、肝炎 と向き合いながら治療を含む生活の質の向上

に取 り組めるよう、相談支援援体制の充実を図り、精神面でのサポー ト体制を

強化する。

イ 肝炎患者等が不合理な取扱いを受けた場合、肝炎患者等一人一人の人権を尊

重 し、不合理な取扱いを解消するため、適切な対応を講 じることができる体制
づくりを進める。

② 今後取組が必要な事項について

上記の方針を実現するため、引き続き、現状の取組を推進するとともに、新た

に下記の事項について取 り組む必要がある。

ア 国は、都道府県と連携 して、肝炎患者等やその家族等の不安を軽減するため

の情報提供、及び肝炎患者等やその家族等と、医師をはじめとした医療従事者

とのコミュニケーションの場の提供を推進する。

イ 国は、肝炎患者等支援対策事業を活用 した肝炎患者等の支援策の具体例につ

いて、分か りやすい事例集を作成 し、都道府県へ配布する。

ウ 国は、肝炎情報センターにおいて、拠点病院の相談員が必要 とする情報につ

いて整理 し、積極的に情報提供が行われるよう要請する。
工 国は、地方公共団体 と連携 して、法務省の人権擁護機関相談窓日の周知を図

る。

(21151 肝硬変、肝がん患者に対する支援

① 肝硬変、月「がん患者の置かれている現状と今後の取組の方針について

月F硬変、月Fがんは根治的な治療法が少ないことから、現在、効果の口∫能性の

ある発がん抑制剤の認 口∫、インターフェ甲ン少瞳授期投与の医療費llJJ成 などが

緊急の課題であるが、これまでのウイルス月F炎対策は重症イヒしないための医療

費助成に重点が置かれ、重篤化 した月F硬変以降の患者に対する支援の在 り方に

ついては殆ど検討されてこなかった。

他方、肝碩変・月Fが んに進展 した患者は、重篤化するほど多くの治療費を要

するうえ、我が国における月「硬変・月Fが ん患者の多くは60歳以上の午金生活

者であ り、病状が進むほど生活が困窮する状況にある。更に、高齢化に伴い専

門医療機関への通院 自体が l■l難になってお り、最寄 りの医療機関などで適切な

治療を受けないまま病状を悪化 させ、或いは、肝がんの発見を遅 らせてしよう

状況にあるc

これ らを改善するため、医療費及び生活費の支援、医療体制の改革を早急に

実施する必要が存するのであって、そのため、以 下の取組を講 じていくc

肝炎か ら進展する肝硬変、肝がんは、根治的な治療法が少なく、このため、肝

硬変、月干がん患者の不安を軽減するために、以下の取組を講 じていく。

② 今後取組が必要な事項について

ア 肝硬変、肝がんを含む肝疾患については、医療従事者への研修、及び 「肝炎
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研究 7カ年戦略」に基づく研究の推進による治療水準の向上等が必要であ り、
この取組を推進 していく。

イ 国は、都道府県 と連携 して、肝硬変及び肝がん患者、肝炎患者等やその家族

等の不安を軽減するための情報提供、及び月干炎患者等やその家族等 と、医師を

はじめとした医療従事者 とのコミュニケーションの場の提供を推進する。

ウ 平成 22年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法における身体障害に、

新たに肝臓機能障害が位置付けられた。これにより肝機能障害の一部について

は、障害認定の対象 とされ、その認定を受けた者の肝臓移植、肝臓移植後の抗

免疫療法とそれ らに伴 う医療については、自立支援医療 (更生医療)の対象 と

なってお り、引き続き当該支援を継統するとともに、障害認定の実態を調査 し

肝炎対策推進協議会における議論をふまえ、制度の改善の必要性を検討する。
※ 平成22年 6月 18日 薬害肝炎原告団弁護団に対する大臣回答
「(肝硬変・月Fがん患者への支援のあり方につき、協議会での意見をまずt)っ て尊重し、
大臣が作成する基本指針に明記してはしい、との要望に対し、)具体的に出た議論をどの

ようにまとめるのかということ()あ りますが、基本指針にその議論を踏まえてそういうも
のを作ることになっておりますので、当然その議論は大変重いものだと思って基本指針を
つくつてまいりたい」

工 肝硬変、肝がんに症状を悪化させた患者の治療実態、生活実態を調査するc

従前の文案では現状分析がなく、今後具体的に何をすればよいのかが明記されていない。

また、そもそも取組は、健康回復・生活支援のためになすのであって、不安軽減のためになすの

ではない。よつて、かようなトーンで書かれた「推進」すべき内容では不十分だと考える。

(319)地域の実情に応 じた肝炎対策の推進

都道府県においては、肝炎対策基本法の趣旨に基づき、地城の実情に応 じた肝

炎対策を講 じるため、都道府県内に月F炎 対策に関する協議会を設置:す るこ また、国
は都道府県に対し、同協議会の委員として、患者・遺族を代表する者 (複数名)及
び市区町村の肝炎対策担当者を選任すること、この患者・遺族を代表する者の選任
にあたつては、肝炎患者が高齢化 していることに鑑み、年齢鮨1限につき柔軟な対応
を求めるこ

都道府県は、協議会や患者の意見を踏 まえ肝炎対策推進計画を作成することが望

ましく、同計画が作成 された場合は、その計画に基づき月F炎対策の体制を構築 し、
管内市区町村 と連携 した肝炎対策を推進することが望まれる。 また、都道府県及び

市区町村は、積極的に、国をはじめとする行政機関との連携を図 りながら肝炎対策
を講 じていくことが望まれる。

14XO 国民の責務に基づ く取組

ア 肝炎対策基本法第 6条の規定にかんがみ、肝炎対策は、肝炎患者等 とその家

族、遺族を含めた国民が主体的かつ積極的に活動する必要がある。

イ 国民一人一人が、肝炎は放置すると肝硬変や肝がんとい う重篤な疾病へ と進

展する可能性があり、各人の健康保持に重大な影響をもたらしうる病気である
ことを理解 した上で、少なくとも一回は肝炎 ウイルス検査を受検 し、自身の肝

炎ウイルス感染の有無について、早期に認識を持つよう努めること。

ウ 国民一人一人が、肝炎ウイルスの新たな感染の可能性がある行為について正

しい知識を持ち、新たな感染が生 じないよう行動すること。
ｌ
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また、肝炎ウイルスの感染に関する知識が不足していることにより、肝炎患
者等に対する不合理な取扱いや、それに伴う肝炎患者等の精神的な負担が生じ

ることのないよう、正しい知識に基づく適切な対応に努めること。

6)14)定期的な現状把握による効果的かつ効率的な肝炎対策の推進

国は、肝炎対策をより効果的かつ効率的に推進するため、地方公共団体等関係者
との連携強化を図るとともに、地方公共団体が推進計画を定めた場合はその計画に

設けられた日標の達成程度について定期的に調査・評価を行い、地方公共団体の取
組について、定期的に調査及び評価を行い、改善に向けた取組を講じていく。

俗)肝炎対策基本指針の見直し

肝炎対策基本法第 9条第 5項においては、「厚生労働大臣は、肝炎医療に関する

状況の変化を勘案し、及び月干炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年
ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更
しなければならない。」とされている。

この基本指針は、肝炎をめぐる現状を踏まえ、肝炎対策を総合的に推進するた
めに基本となる事項について定めたものである。今後は、基本指針に定める取組を

進めていくこととなるが、肝炎をめぐる状況変化を的確にとらえた上で、必要に応
じ適宜評価を行い、必要があるときは、基本指針策定から5年を経過する前であっ

ても、これを見直し、変更することとする。

12
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第 3回肝炎対策推進協議会 (8月 26日 )以降に

提出された各委員からのご意見・ご要望
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「可音5委:f亀 -1

平成 22年 9月 1日

X木指針 (案 )についての意見 (追加 )

肝炎対策 1佐 進 協議会

委員  阿部洋一

2項 肝炎の 予防のための施策に関す る事項

(8項  (2)ア  にも開わる)

ジェノタイプA型 ‖BVのガ≦平感染での HBV l寺 続感染者がり||カロしていることか ら

B ttllF‐ 炎 ワクチンの予防接種を早急に検討することをりli記すべきであるD

3項  肝炎検査の実施 14N~制 及び検査能力の向 上に|)]す が |千 項

「肝炎ウイルス検診Jに ついては、今の制度を改め新たな制度 を llll l千〔をす るn

・ ウイル ス検診制度が複雑であ りJl「 業の統 一が必 :だ 。り「t及 び政令 ‖∫市、中核 ‖S

市も同イJそ のlil度 の 下にilめ る。

・ ウイルス検診の費用が交付金のため、市‖「村により予算が確保できないこと

から、検診費用を全額国のゴセ用で実施する。

・ 受診の段階から「肝炎患者登録制度」を漁1設 し、「陽性者」の受診勧奨、ィ

ンターフェロン治療の勧奨などにもつなげる。

・ 月Fが んが発見された段階で「がん登録制度」に移行する。
「‖干炎ウイルス検診率の日標111を 3年以内に60%と することを日指す。
。 これまでの1貪 診で1巴〃1:し ている受診率の公表 (企業を除くなども百1)

・ ウイルス検診促進対策を実施する。クーポン券、企業出前検診

・ ‖t域 の検診はプライバシーに配慮 し住民検診などにIi秀 導し、検診結果の集約

を区|る 。

4項 肝炎医療を提供する体制の確保に限|す るF17項

月11疾 患診療体制 (専 |‖]医療機関 1協力医療機関)の 内容を公表する。

・肝炎患者が受療 しやすいよう、月11疾 患診療体制 (専 |‖]医療機関 。
1協 力医療機

関)リ ス トを作成 し、専1町 医数、インターフェロン治療実績・肝硬変合併症・

肝がんなどの治療内容など診療機能と治療実績数を毎年公表する。

lll‐ 疾患地域連 Jり与クリ■カルパスの作成普及を促進する。

・ ″i診連携を作 り上げるためにも、肝疾患地域連携クリニカルパスを肝炎の種

類毎、病態などにより全国に作つていくことを求める。

協力医療機関 (かか りつけ医)医師の研修を徹底する。

・地域でのクリニックや診療所などの肝疾患専門医でない医師が「肝疾患協力

′ギ
上
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F可音F蓄[:ミ ー 2

医療機関 (イ ンター フェロン治療や肝硬変・肝がんの受療支援医)に指定 さ

れ る場合は、その医師が一定期間以内に、肝疾患患者治療療養支援研修を受

けることを義務づける。 この研修は、基本的には二次医療圏ごと、あるいは

県単位 で開催するものとする。

「(肝疾患)健康管理手 1長 」の改善作成をす る。

・ ウイルス肝炎研究財団が普及に努めている 「手帳」を元にして、各地で取

り組まれてい る地域連携 ク リニカルパスに基づ く 「
llT‐ 炎患者手 11こ (管理手

帳 )」 な どの改善内容 も取 り入れ、 この機会に、患者 もかか りつけ医も専 llll

医、肝疾患相談支援員 も活用 しやすい ものを作成 し全国に袢及する。

6項 肝炎に関す る調査及び研究に関す る|「項

(2)今 後取組みの必要な
'Jfヮ

!に ついて

ア 国は 「肝炎研究 7ヵ 年戦略」の評 1晰及び見直 しを行 う。

見直 しを行 う場合は当協高t会に図った うえで見直す こととす る。

8項 肝炎に関す る啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊 l向 に関する

二
|「 項

(2)今後 l反組みが必要な !ト リ1について

「月11炎 ウイルス感染者への lllli兄 差別 を防止するためのテキス ト」 を作成 し、

学校教育・福 ねL施 1没 、保育幼 fll Ⅲ施設、スポーツ施 1没 、保健所、市町村、企

業な どに11己布 普及 され ることを求める。

。 現在でも不 当な1及 いを労働や福i祉現場で行われている。早急な1高 見差別の防

止 を強化す る具体的な取 り組みが求め られている。

9項  その他肝炎対策の1籠進に関する重要事項

(2)地 域の実情に応 じた肝炎対策の推進

①肝炎対策推進協議会から各都道府県に対し、都道府県の特性を踏まえた肝

企́量X量旺をJ三成するよう求める。

②各都道府県は肝炎患者を含めた国民の視点に立って肝炎対策を推進して

その委員に患者・遺族を代表する者を複数選任することとする。また、管内市

町村と連携した肝炎対策を推進するため市町本す代表も委員とする。

・ 各都道府県の「肝炎対策計画=以下対策計画」策定に当たっては、各都道府

県の肝炎対策推進協議会の意見を聞くものとする。

・ 各都道府県の協議会において、地域の実情に応じた肝炎対策の基本方針、日

li脇



阿部委員 ―③

標などを決めた対策計画を策定する。

・ 各都道府県の協議会は対策計画で定めた内容の進1//1状況などを把握して国

に報告する。

・ 成功事例を公開し全国のレベルアップを図る。

(5)肝 硬変・肝がん患者に対する支援

肝がん、肝使変の病期にあるものに対しても支援対策を講じなければ、忠者

の間での支援策の偏りが発生するり今回の「推進指針」に改善策を「り]記 され

るように求める。

ル む



天 野委員 -1

肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (案 )

平成 22年 9月 1日

についての意見

肝炎対策 1■ 進協議会委員

天野聰子
基本 1肯 針案 の決定時り切についての意見

基 本 指 針 を策 定す るに当たっては、

ウイル ス肝 炎 をめ ぐる現状及 び これ までの肝炎対 策 の出l題 点 を把ツl:す るこ とが絶対
不可 欠 な前提 です。

前回夕Ij 3国 会高tで り1ら かになったよぅに、全ての委員がり↓状と問題点を1巴 握できてぃ
ると|ま 言いがたい段階で、拙速に基本指針案を決定するべきではないと考えます。

各 項 目につ いて の 11兄

rrj l ガF炎 の 予防お よびサIF炎 医療 の lfFi■ の基本的な方 向

2～ 3行 |ヨ

B Jllll ll lり 〔ウイル ス又 は C型りlT炎 ウイルスに感召をした ことに起 1天|し て旺 たに 11:患 した
もの→旺ま 二 肝 硬 変、肝がん に‖1患 したもの  に :「 正す る。

第 2 肝炎 の 予防 のための施 lた に開す るll千 りlF

(2)今 後 j皮 胤1が 必要な II「 J貞 について

(ジ ェノタイ プ A型 の B'」」肝炎 ウイル スの水 平感染での 1キ 続感 7イビ者 の 1憎 加がみ ら
れ る ことか ら)B型 肝 炎感染 を防 ぐために、小児 全員 を対象 とす る B型 肝炎 ワク
チ ン投与 を検 討する ことを明記す る。

第 3 月T炎 検査 の実施体 |ルJお よび 1女 査能力 の向_た に 1月 する Jl「 項

肝 炎 ウイルス検 査 については 、今の制度 を改め新 た な制度 を制定す る。
・「肝 炎患者登 録制度」 を創設 し、‖F炎 ウイルス受 1貪 の段‖1:か ら登録 し、「陽性者」の

受療 llJJ奨 、 イ ンター フェ ロン治療勧奨等につ なげ る体制 をJLえ 、結果 をデータベ

ー ス化す る。

・肝発 がんが発 見 され た段階 で「がん登録‖刊度」に移行す る。
・ ウイル ス検 査 のノセ用 は全額 巨1が 負担す る。

・ クー ポン券発 行 、企 業 出 i111貪 診な ど効果的な ウイルス検査促進 を、全ての市‖「村
を対 象 と して実施す る。

・ 鵬t域 の検診 は、プ ライバ シーに配慮 して住民検診 な どに誘導 し、検診結果の集約
を図 る。

・肝炎ウイルス検査について、実情調査と問題点を把握して今後の検査体制、具体
的 な 目標 な どを定め る。

ll 11



天野委員 -2

第 4 肝 炎 医療 を提供する体制の確保 に関す る事項

肝疾患地域連携 ク リニカルバ スの作成普 及

・病診連携 を作 り上 げるためにも、肝 疾患 の病態 ご との地域連携 ク リニカルパ ス を

作成 し、全 国 に普 及す るこ とを求め る。

協 力医療 機関 (か か りつ け医)医 師の「研修

・地域 の診療所 な どの肝 臓専門医でない医師が「肝疾患協力 医療機 関」 (イ ンター フ

ェロン治療や肝硬変・月千がんの受療支援 医)に 指定 され る場合 は、その医師 が一定

期 1円 以 内に、肝疾 患患者 治療療養支援研 修 を受 けることを義務付 ける。 この研修

は、都道府 県 ご とあるいは二次医療圏 ご とに開イILす るもの とす る。

「(肝 疾 患)健康 管理手帳 」の改善作成

・肝炎 1量 者 が受療状 況を把握す るために、 ウイルス肝炎研究財 団 が普及 に努 めてい

る手 11(を も とに して、各地 で取 り組 まれ ている地域連携 ク リニ カルパ スに基づ く
「肝炎 患者 手 lJモ (管 llll手 帳 )」 な どの改善 内容 も取 り入れ、患者 もかか りつけ医 も、

専 |‖l医 、肝疾患 相談支 援員 も活用 しやす い 「肝疾患健月:管 理手 lli」 を作成 し、全

国に ,午 及す る。

肝 疾患診 療体制 の公 表

・欄
`道

府 県 ごとに肝疾患診療体 lJ(専 P号 医療期 |‖」・協力医療機 関)リ ス トを作成 し、
[専 門医数 、治療 実績、肝硬変合併症 。肝 がん等 の治療内容 な ど診療機能 と治療 実

績 を毎年公表す る。

第 8 肝炎 に関す る啓発及 び知砧tの 普及 な らびに肝炎忠者の人権の

'い

1に 関す る 1「 項
。(ハ ンセ ン病 、 HIVに な らい)「肝炎 ウイル ス感染 計への 1面 見差別 を防止す るた

めのテ キス ト」を作成 し、学校教育・:ヒ 人・障害者福れL施 設 、保 育幼稚問施設 、スポ
ー ツ施設、保健所、市町村 、企業な どに配布 普及す る。

第 9 その他肝炎 対策のlll進 に関す る重要可f項

(2)地 域の実情 に応 じた肝炎対策の推 i佳

。各都 道 府 県に お いては 、地域の実情 に応 じた肝 炎対策の基本方針 、全体 目標 、具

体的な取 り組 み を含む「肝 炎対策推進計画 Jを 策定する。
。国民 の視点 に立 って肝 炎対策 を推進す るために、各都道府 県の肝 炎対策協議会 に

おいて も国 と同様 、患者等及びその家族 又は遺族 を代表す る者 を複数選任す る。

また 、管内市 町村 と連 携 して llT‐ 炎対対策 を1■ 進す るために市町村 代表 も必ず選任

す る。

・各都 道府 県 の 協議会においては 「肝炎対策推進計画」の実施 内容 の把握 と評価 を

行い、国に報告す る。

・成功事 例 を公 開 し、全 国の レベルア ップ を図 る。

(5)肝 硬変・肝 がん患者 に対す る支援

・ 肝硬 変 、肝 がんの病期 にあ る患者 に対 しても支援対策を講 じな けれ ば、患者の間

さ 」



天野委員一③

での支援策の偏 りが発生する。今回の基本指針に改善策を明記す るように求める。
C肝 炎対策基本法 附員1第 二条 2に 基づき、肝硬変及び肝がんの患者の医療及び生

活の現状を早急に調査 し、肝硬変・肝がん患者が適切な医療を受 けることができる

よ う、肝硬変・肝がん患者に係 る経済的な負担 を軽減するための施策を検討するこ

とを明記す る。

これ以外 の部分 につ いては、第 3国 会議で llllJ部 委員が 1′[出 済みの 「庭本 的 な指針 (案 )

についての意見」 を採用す る。

む ゆ



指針案取 りまとめに対する意見

平成 22年 9月 1日

肝炎対策推進協議会 委員

木村 伸―

1、  現状対策の問題点を踏まえた議論がなされないまま指針案

を提示する事に対して

2、  事務局提案の指針案について

3、  指針案取りまとめ後について

1、  指針案を作成するに当たってはウィルス肝炎をめぐる現状、これまでの
肝炎対策の問題点を把握することが"絶対不可欠"です。

その上で現状問題点を解決するための議論をし、今後の対策を進めるための
指針を決めなければならないと考えます。

しかしこれまで事務局からの問題点の明確な提示も無く、患者が現状と問題
点を説明する時間も充分に取られてきませんでした。

前回第 3回会議の中で明らかになつた様に、現状すら理解できていない委員
が多いのではないかと思われます。

協議会での具体的議論も無いこのような段階で、基本指針案が決定するとい
うことは到底納得しがたい事です。

2、  事務局より提示された1指クト案内容はその殆どがりt在行われている対策を
掲げていると思われ、その様な内容では現状と何ら変わらずより良い対策
となるとは考え川卜 。ヽ

それではこの協議会が設置された意味、役割も無いに等しいと思われ、こ
の事からも指針案取りまとめに関して議論の必要がなお有ると考える。

木村委員 -1
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木本寸委員 -2

3、  指針案取りまとめ後、本協議会において具体的項目等に関しての議論、
意見聴取を行い、指針案に沿った意見及び不足と思われた事項が有ればそ
れら意見を取りまとめ、協議会からの指針策定に際しての意見として大臣
へ提出が必要と考える。

以上指針案取 りま とめに対する私の意見です。

指針案に対 しての意見、要望は別途提出致 します。

ｉ
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平成 22年 9月 1日

基本指針案についての意見菩

肝炎対策推進協議会

委員  木 村 伸 一

〇はじめに

第二回肝炎対策推進 1協議会において厚生労llllJJ省 から提出された「肝炎対策の
推i生 に関する基本的な指タト(案 )」 には、不十分な点、不適切な点が多々見受け
られ、これらについて次国以降のIF炎対策推進協議会において十分な議論を行
うことが必要であると考えます。

この度、月T炎対策JイF進室より、平成 22年 9月 1日 までに上記l旨針 (案)に対
すぅ意見等を提出するよう求められました。このり切限は一方的に示されたもの
であり、上記指針 (案)について十分に検言Jする時‖lも 与えられてぃないこと
から、この意見提出り明限をそのよま受け入れるものではありませんが、本日ま
でに検言Jを行つた以下の点につき、意Jと を述べます。

01指針 (案)第 8(2)について

指針 (案)第 8の (2)には、以下の記載があります。

「とりわけ、近年我が国における感染Jf例 の報告がある急性 B`:!肝 炎 (ジ ェノ
タイプA)は、従来のタイプに比し性行為により感染が慢性化することが多い
とされているため、HIV等 と同じくヤL感染症としての認識を促し、予防策を
言‖じる必要があることについて普及啓発を推進する。」

この記,肢 は、「性行為により感染が慢性化する」という記述が、あたかも感染
経路の違いによりB型肝炎の慢性化 (ないしは遷延化)の確率に違いが生じる
かのような記載である点で著しく不正確ですし、母子感染ないしは幼少期の予
防接種・治療行為による注射器の使い回し、輸lL等により感染したB型慢性肝
炎忠者に対する偏見を助長する記載と言わざるを得ません。
B型肝炎忠者、HIV患者及びその他の性感染症患者への配慮に欠けている事。
また、仮に、成人後のジエノタイプA(ё )への感染経路として、他のジェ

ノタイプより性行為感染という経路が多いというデータがあるとしても、これ
を「性感染症としての認識を促し、普及啓発を推進する」という「対策」で済
まそうとするのは著しく不十分であり、やはり、偏見の助長につながるだけで

Ｊ
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あると考えます。

本来 とるべき対策 としては、全乳幼児への B型肝炎ワクチン投与 (universal

vaccination)が もつともI[要視 されるべきであ り、WHOも これを加盟国に強

く推奨 しています。世界ではすでに 150カ 国以上行われているこの対策が、日

本では未だ行われず、指針案にも朧 り込まれていないことは、指針 (案)と し

て著 しく不十分であると考えます。

○ 指 f十案前文について

指夕1‐案 前文の『 肝炎対策基本法 (平成 21年法律第 97号 )前文の趣旨にか

んがみ 』とあるが、具体的文言をり]記すべきである。

以   上

尋t71
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第 3回肝炎対策推進協議会においても発言いたしましたが、あらゆる要望を1支

せることは簡単でも、実際に実行はなかなか川[しいと思います。
実際に患者さん及び医師が前向きに可能なことは、より良い診断とより良い治
療だと思います。その為には、力「しい診断法、f/Fllえ ばHBVゲノタイプや、新し
い治,1〔 法、4寺に日本は肝癌が既に高齢で多発していることから、インターフェ
ロンでも治らない患者さんは多数おられます。
こうした人たちに、せめて癌ができでも再発予防の1[剤 が早く世に出れば、少
しでも肝■での死亡1鳳者さんは減ると思われます。

実際にりι在月′:に 申請してある非よ11式 レチノイ ドについては、統言「学的にはII山 F

側の′11兄 とPMDAが大きくJ「lな っております。すなわら医師側は、治験の絆i果

はあきらかにレチノイ ド600mg群 は優位に発11を 抑|liJし ているとデータとi;『 ,‖t

しております。しかし実際には、PMDAと は意見がFlな り、llJ治版といわれて
もそれを行 うには 4、 5年後となります。        ・

以上のことから、ロイイ和 35年の,り :可T法 のみではなく、今の日本の月11癌発生の状況
から考えると、早り‖に学会の要:子:あ るいは患者さんへのニーズを考

‐
慮しながら

非|「法に法った審査が必要であると思われます。

t,上
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差 出人 :

送信 日時:        2010年 8月 29日 日曜日 21:31

宛先:        西塔 哲(sa仕。ursatoshD

件名:        【司T務連絡】月干炎対策基本指針案に対するご意見・ご要望について

西塔様

何時もお世話 |ごな ります

3回で■_t本指針が決定すること自体、形式的で中身のない指針だと思われます。

財源の事もあるとは思いますが、委員の皆litの意見もろくに開いていない状態で

は納得できません。

i・lt面上やメールで‖]く のではな く、委二1皆様のいる場所で全員の意見をお聞きしたいと思います。

武田 せい子

，
静
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肝炎対策 の推進に関する基本的な指針 (案)について

22.9.1 青[岡 資 晃

ュ 各委員のご意見、専llll家 のプレゼンテーションを拝距よし、改めて医療等
の面での利lttt的かつ効果的な、りl実的な対策の必要性を認識しくllT炎 対策|ィF進

のえ本的な指針の策定には、lll家及び地方公共団体の,1点に、患静。家族の侃点、
医療等じ‖係者の rサ 11点 、そして、広 く国Lt的視点からの検言1・ が必要であることを

Jlく 九贅じていまり
´
。

この対
・
策の J:性 進には、医り1て 面1の 対策が月F要 であること日■ うヽまでもないこと

ですが、私は、その1能 〕地・ :だりιのために も、 1」 者 |;‖ 係者に限らず、広 くFl・ 1民一

般に、肝炎に対する¬三しい力ll‖tの Iキ 及啓 J尚 が小,:め て lTl‐ 要であると考えます。

この‖1点 を中心に、若・Fの点について述べ させていただきます。

2 月F炎 111者
‐
等に対り

~る
佑1月」・差別の ||ll力 tlに ついて

(1)肝炎∴11者等に対―夕る備1)lL・ 差別の ||り 川 も、肝炎自体についての正確な

女11:講tの欠乏に111人|す るものが多いのではないかと思われます。そ うで ,12る とす

るならば、正確な知 1ltの 普及T午発は、この 1用胆の解消への it要 な

``[と

な り、大

きな意札がてし)る と思います。

(2)こ の点はi、 1旨 針案の町jlの (2)に盛 り込tオしていますが、表力噸を「月T炎

にb‖ す る正 しい力l「itの更なる普及啓発」 とり]確 にし、医療而での本来的な対策

とそオしに1月 )に す る1肝 施タイ〔を支える lF要な柱 として、この指11で も強 !謝Jさ れるベ

きであると考えよす。

(3)差別・
ll活 見に開しては、具体的 '|「 例を集積して、プライバシーに配慮

した形で、 一定期 |lllご とに公表すべきであるとの意見がありましたが、一っの

方策であるように思われます。

具体的:J「 例の集積と、例えば肝炎に対する誤解から生じたものであるなど原

因を分析し、こォし́に対する対応策が示されるならば、偏見や差別などの|‖]題状

況の解消に役立つとともに、一般的な正しい力li枚 の普及啓発にもイチ与するもの

と思われます。

(4)差別術1見か ら不当な取扱いや処遇 を受け、あるいは精神的なlll害 を受

けるなどした場合には、いわゆる薬害訴訟等のように、最終的には、裁判所に

」 0
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救済を求めることになると思われますが、裁判外でも、第二者的な公正な機関

によって、調停等の手続で、解決することができるようにすることも、考えら

れるよ うに思います。肝炎に関するものに特化 した機関も考えられますが、広

く医療関係の紛争等に関する第二者的機関での4寺イヒした処理体制 も考えられる

と思います。

3 肝炎 ウィルス検査 とプライバシーの 1問題について

(1)肝炎ウィルス検査の必要性・重要性あるいlt効果等について必ず しも

十分理解 されていないことなどから、1貪イド自体未だ十分普及浸透 しておらず、

受検者の実態の正確な把Jlす ら困難であるとの指摘があり」ミした。その大きな

原因の一つはプライバシーの侵 lifに 刈する不安、不信にあることが うかがわれ

ます。

(2)肝炎 ウィルス検査は人の生命に 1)1現Jわ る||リ カゴiで あるとの指摘があ り

ま したが、この |‖ |ナ」とプライバシーの ||り 題 をいかに考えるか、1挙 :[の 判断は向

ず とりlら かであるともいえる一面、人の‖'1かれている状況等によってイ1ン な考

え方があリイ||る ところであり、その I‖1和 点をどこに求めるか難しい |lll題 である

と11]い ます。

(3)‖ |:炎 ウィルス検査の受検率をittiめ ていくためには、剰l織 的な体|IJの

構築が重要であることはい うl〕〔で もないと思いますが、これを支 え、組織セ体 |1刊

が実効的に機能するためには、検査に伴 うプライバシーに関する懸念・不安や

不信を解消 していくことが lZ、 な〔不可欠であると考えます。例えば、プライバシ

ー保1隻 に |;‖ して どのような配慮がされているかなどについても、受験者に対し

十分説明するのはもちろん (説り]を 北務付けることも考えられるように思いま

す。)、 広くL」 1民一般に広報し川知していくことが考えられ、この点は、指針に

おいてももう少し強調されてもよいと思います。

(4)既に月T炎 ウィルス検査結果の報告の在り方や検査結果を的確な治療

等に繋げるための適正な活用方法等について関係機供1等 におけるガイ ドライン

が策定されるなど、かなり実効的な方策が言‖じられてきているようですが、必

ずしも全国的総合的な取剰1みでないところもあるように思われます。この方策

を充実、発展させることも考えられるべきではないかと思います。

国民一般が安心して肝炎ウィルス検査を受検できるような体制、環境を構築

９
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するためには、既に作成されているプライバシーについても配慮・したガイ ドラ

インやマニュアルなども集約して、より総合的なガイ ドラインやマニユアルを

策定・作成 し、11者等や医療関係者等に限らず広く国民一般に周知し、この面で
の理解を促進することも必要であると思います。、

(5)月 11炎 自体のみならずプライバシー保護に関する正確な知識の普及啓

発は、プライバシーについての不安などから、検査を回避し、治療も回避する

ような社会的状況を根本的に解ギjし ていく上で大きな力となり、llT炎対策推進

法のJIJIR旨
。目的の実り1に 向けて大いに寄与していくものと信じます。

(6)こ のような考え方が現実的でイ「効な方策であると刑!解 されるために
も、ll l炎 に対り

~る
正確な知識、医療の現状と将来に刈り

~る
正確な知「:tの普及幣

発が極めて Fl要であり、この点を指針により明確な形でれヽり込むことが望まし
いと1]オつオtJミ I「。

以上に関l立 して付言しますと、女Πtttの 普及啓発は、‖1、 地方公共口1体、医療
機関のみならず、新聞テレビなどのメディアの

'1解
と111広 ぃ協力が求められる

lIか、7fい 1比代から学校等における教育にも取り入れられるべきであると思い
まづ

~。
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差 出人 :

送 1言 日時:       2010年 8月 30日 月Π置日 15:17

宛 先:        西 1苔 哲(satou=satoshD

件名:         :【 事務連絡】肝炎対策基本指針案に対するご意見・ご要望について

肝炎対策1化進室様

福岡市東保llll所 の南部由美子です。

前回は出席できづすいませんでした6

次の意見を送らせて頂きます。       ′

肝炎の予防、早期治療、肝炎の正しい理解の普及啓発を考えると、
そろそろマスコミを使つた全国的な普及啓発を手がけてもよいのではないでしょうか。

↑
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